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з ─ ─

子どもたちが「学校は楽しいところ」と思えるようにしたい。ただ、それだけの

ことだけれど、この言葉の実現に取り組むためには、様々に知恵を絞る必要があり

ます。教育が目指す指標、設備などの施設面、教育活動における工夫、地域の協力、

児童生徒の人間関係…。奈良県教育のために関係者がチームとなって組織的に進め

なければこの言葉の実現はできません。その中でも、特に重要だと考えることのひ

とつに、教職員の教育力の向上があげられます。「教育は人なり」とよく言われま

す。一人一人の教職員が学校を取り巻く困難な状況に立ち向かい、教育者としての

使命感や人権意識、教育への情熱、児童生徒への実践的な指導力などの資質能力を

有し、家庭や地域社会との連携や協力関係を築きながら、児童生徒の豊かな成長を

育んでいくことができるような魅力ある教職員を育成していきたいのです。学校に

いる教職員みんなが組織の構成員であるという認識をもち、組織の目標を理解して

行動し、役割と責任を明確にもって主体的に取り組む、そのような中で、管理職は

業績や能力を客観的に把握し、個々に応じた技量の向上を図り、学校組織の活性化

に向けて人材を活用していくことが目指すところなのです。ひいては、それが子ど

もたちに還っていくことになるはずです。

新しい人事評価制度は、知・徳・体の調和のとれた児童生徒を育成するために、

教職員の能力開発及び意欲を醸成することにより学校組織の活性化を図り、学校の

教育力向上及び人材育成に役立てることを目的として実施します。

─
県立学校については、地方公務員法第２３条の２第１項に基づいて定める「奈良

県立高等学校等職員の人事評価に関する規則」に基づいて実施します。

市町村立学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４４条に

基づいて定める「奈良県県費負担教職員の人事評価に関する規則」に基づいて実施

します。

∆╢
４月１日から翌年３月３１日までの１年間。

─ ≤
人事評価は次の２つの評価により実施し、それぞれに、自己申告評価シート、総合

評価シートを作成して評価を進めます。

(1) 自己申告評価

各教職員が学校の教育目標等を踏まえ、自己目標を設定して職務に取り組み、

年度末に自己目標の達成度やそのプロセス等を自己評価します。その過程全般に

わたって、第一次評価者と第二次評価者が指導・助言をし、その結果を年度末に

評価します。この評価は、被評価者が自己の目標を明確にするとともに、改善す

べき点等を把握すること、管理職（校長・教頭等）にとっては、教職員の適性や

得意分野、改善させるべき点や課題等を把握することをねらいとしています。目

標の難易度も考慮して、絶対評価を行います。

第二次評価者の絶対評価に基づき、県・市町村教育委員会教育長が相対化を行

います。臨時的任用の者を除き、その結果は勤勉手当に一定の基準に基づいて反

映されることになります。



- 2 -

(2) 総合評価

校務経験値を付与し４つのステージを設定します。教職員の職務全般にわたる

勤務の状況を「業績・能力・意欲」について的確に 把握する中で、第一次評価者

と第二次評価者が、「必要とされる水準」に基づいて、客観的で公正な絶対評価

を行います。自己申告評価における目標の達成状況を参考にはしますが、あくま

で職務遂行状況全般について評価するものです。

第二次評価者の絶対評価に基づき、県・市町村教育委員会教育長が相対化を行

います。臨時的任用の者を除き、その結果は給与の昇給に一定の基準に基づいて

反映されることになります。

評価対象者は、県立学校の教職員及び市町村立学校の県費負担教職員（任期付教

職員及び再任用教職員、臨時的任用教職員を含む。）とし、次の教職員を除きます。

(1) 非常勤教職員、県立嘱託職員（シート不要。再任用短時間勤務教職員を除く。）

(2) 当該年度４月１日から同年１２月３１日までの期間において、下記の①～③等

によって勤務した期間が４月（暦日）に満たない教職員

① 大学等における長期研修又は在外教育施設等における長期派遣により勤務で

きない教職員や、置籍等で実際の勤務がない教職員など

（充て指導主事については県教委が評価を行うのでシート不要）

② 特別休暇、休職、育児休業等により勤務できない教職員など

③ 短期の臨時的任用教職員で、継続した評価ができない教職員（シート不要）

(3) 県教育長が、公正な評価を実施することが困難であると認める教職員

※ (2)①②、(3)の職員については、評価できない旨を所見欄に記入した評価シ

ート（総合評価については校務経験の記録の下段を記入）を作成してください。

自己申告評価、総合評価における評価者については、下のとおりとします。
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и ⌐≈™≡

≤
まず、被評価者は、自己申告評価シート（別表１）を使用して、４つの評価項目

に基づいた各自の具体的目標と目標達成の手立てを６月１日を基準日として申告し

ます（目標設定）。その後１１月１日を基準日とした中間申告（進捗状況）、３月

１日を基準日とした最終申告（成果と課題）を行います。最終申告では達成度の自

己評価（３段階）を記入します。

≤

(1) 当初申告の面談

評価者は、自己申告評価シートを見て必要と判断した教職員に対し５月から

６月末にかけて面談を実施し、教職員が設定した目標について、組織性（学校

教育目標及び学校経営方針・現状課題と整合しているか。）、具体性（具体的な

目標と手だてであるか。）、明確性（明確な目標と達成の可能性はどうか。）、積

極性（意欲をもって積極的に職務の遂行ができる目標であるか。）等の観点か

ら話し合います。

(2) 中間申告の面談

評価者は、提出された自己申告評価シートをもとに、教職員個々の取組内容

について進捗状況を把握し、目標達成の見込みについて考察します。目標の追

加・変更がある者についての助言等をします。夏期休業の期間等を利用し、面

談を実施します。

ₒ ─ ₓ
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╕≢)╩ ⌐ ∆⁹

ᵒ ↕╣√ ( ╛ꜟכ◗⌂ )╩ ⌐ ∆╢⁹ │☻◔
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(3) 最終申告の面談

評価者は提出された自己申告評価シートをもとに、教職員と目標の達成状況

や取組状況及び職務遂行状況等について話し合います。教職員の努力や成果を

認めたり、達成できなかったものについては次年度の目標への反映を促したり

するなどの指導助言をします。その際、客観的で公正な指導・助言を行うため

に、事前に教頭や学年・校務分掌の主任等から個々の教職員の職務遂行状況等

について聴取し、その把握に努めるとともに、様々な機会を捉えて得た児童生

徒、保護者等の意見も参考にすることも有効です。

⌐╟╢
評価者による評価は、４つの評価項目（別表２）を一定の基準に基づき絶対評価

の５～１の５段階で評価します。評価者はその過程で指導助言を行いつつ、総合的

に評価します。被評価者の職によって第一次評価者、第二次評価者は異なります。

第二次評価者の評定の合計（満点は２０）を最終評定とします。

─♩כ◦

⌐ ⇔≡ ⌐ ╡ ╖⁸ ⌐ ╩ →≡™╢⁹

⌐ ⇔≡ ⇔⁸╒╓ ╡─ ⅜ ╠╣╢⁹

⌐ ⇔≡ ╡ ╖⁸ ─ ⅜ ╠╣╢⁹

⌐ ⇔≡ ⅜ ≢⁸№╕╡ ⅜ ╠╣⌂⅛∫√⁹

⌐ ⇔≡ ╡ ╘∏⁸ ↄ ⅜⌂⅛∫√⁹

第二次評価者の評定の合計（満点は２０の最終評定）を、区分に応じ、下の表

の下欄に掲げる記号を全体評語とします。

─

л к й и з

ה ⌐╟╢
自己申告評価シートの結果は県・市町村教育委員会教育長が相対化するための資

料となります（任期付き教職員、再任用教職員及び臨時的任用教職員は相対化しま

せん）。なお、相対化された結果は一定の基準を設定し勤勉手当に反映されます。
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（ ）

（ ） （ ）第二次評価者　職・氏名 校長　・　葛城　和夫 2 月 25 日記入第一次評価者　職・氏名 教頭　・　吉野　次郎 2 月 15 日記入

所見

第一次評価者 第二次評価者による評定の合計 全体評語

　非常に熱心に多方面にわたって取り組んでいる姿が見られた。特に、国語の作文力向上については、児童の変容がよくわかり、教育的効果を十分に上げてい
たように思う。ICT教育については、先生方の先陣を切って研修に取り組んでいて、今後大きく期待できるのではないかと思う。

14
／２０

第二次評価者

　ここ数年の業務の多忙化について、教務主任に指示したが、考えていた以上の効果を上げ、精選された行事の労力を他の取り組みへ回すことができているよう
に感じている。余裕をもって教育活動に取り組むことができ、そのことが学校活性化につながっている。大きな業務を成し遂げてくれたと感じている。

研

究

・

研

修

等

ICT教育についての見識を深
め、効果的な活用ができるよ
うにしたい。

ICTに関する研修会に参加し
たり、情報を得る努力をしたりし
ながら、実際に３回程度は、
授業での実践に取り入れて
みたい。

進めようとはするが、学校の設
備がまだ不十分な面もあり、
未だに授業でパソコンを効果
的に使えていない。デジタル
教科書は見せているが活用
までは至っていない。

他校の研修会に参加。年間
５回の授業でICTを意識した実
践に取り組み、自己研修とし
ては大変役に立った。しかし、
今後は、学校全体が研修す
る必要がある。

3 3

3

学

校

運

営

教務部のメンバーとなり、増え
すぎた行事を精選し、ポイント
を絞って教育内容を全員で
取り組めるようにしたい。そのた
めに、教職員の意識調査を
し、方向性を見極めたい。

行事の検討委員会を管理職
を含めて推進したい。先生方
への早い段階でのアンケート
調査や、学校教育目標と行
事との関係を整理し、重なる
行事を明らかにする。

検討委員会は３回開催し、ア
ンケート調査も実施した。精
選する行事と、合体させる行
事を絞り込んでいる段階であ
る。

最終的に、来年度、文化的
行事の○小タイムと文化鑑
賞会を１つにし、他校との交
流行事（稲刈り）を廃止、運
動会を村民運動会と一体化
させることができた。

4 4

5 4

学

習

指

導

以

外

の

分

野

放送委員会を充実させ、校
内のメディアとして、校内放送
を機能させたい。そのことか
ら、情報発信の大切さを学
び、メディアリテラシーに関心
を持たせたい。

朝、昼、放課後の校内放送
を月、水、金と内容を絞って、
充実させたい。毎日放送して
内容を薄くするよりは、火曜と
木曜に放送内容を検討する
時間をとりたい。

放送委員会は機能しだしてい
るが、放送内容の充実が課
題。また、聴取者側に期待
感が少なく、楽しみにするよう
なものになっていない。

一定の効果があり、学校とし
ての一体感を児童に感じさせ
るような取り組みができたと思
う。ただ、委員に負担が多す
ぎて、継続して取り組めるかど
うかは少し疑問が残る。

4

学

習

指

導

国語科において、児童の文
章表現力を高めるために、作
文指導を充実させ、発表会
形式の取り組みを行い、表現
力も身につけさせる。

学期に２回の作文発表会を
企画する。それぞれに、ねらい
をはっきりさせる。年間を通し
て、１人１０本程度の作文を
完成させる。

１学期には、１回の発表会を
持った。２学期は３回の発表
をさせた。児童はやる気をもっ
て取り組めている。

最終的に目標通りの発表会
を持てた。作文力もかなり上
昇し、楽しんで表現できた。奈
良県の作文コンクールでも２
人入賞した。

最終申告（３月１日） ５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

　行事に追われることで、ゆっくりと一つ一つの活動の教育的効果を考えることができていなかった。学習
面では国語の作文力が低い。加えてICT関係の導入が遅れているように思う。

　余裕をもち機能的な組織を目指したい。作文指導に重点的に取り組みたい。新しい情報機器等を積
極的に取り入れ、活用できるようにしたい。

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

40 年 12 月

教
諭

奈良　太郎 424404 ○○市立○○小学校 29 年
51 歳 男 性昭和

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　教　諭　・　講　師　用　】

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

（別表１）

23

令和 ○○ 年度

年
日生

現任校年数

8

上回っ
ている

概ね
達成

達して
いない
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─ ה ⌐№√∫≡ ╛ ⁸ ≤─ ╛ ⅜ ⌐≢⅝╢⁹

─ ה ─ ה ─ ╛ ╩ ⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ה ╩ ™⁸ ─

╛ ╩ ╘╢⁹

─ ה ─ ╛ ─ ⁸ ─ ⁸ ⌂≥⁸ ⌂

ᵑ ╩ ℮⁹

ה ─ ╛ ─ ╩ ╢⌂≥⁸ ⌐ ♄כꜞ≡↑

╩ⱪ♇◦כ ∆╢⁹

─ ─ ה ה ⌐ ≠ↄ ╩ ⌐ ⁸ ⇔⁸ №╢ ≠ↄ╡╩

─ ∆╢⁹

ה ─ ╩ ↕∑╢√╘─ ╩ ∆╢⁹

ה ⌐ ┼─ ╩ ⌐ ╦∑╢⁹

ה ─ ╩ ⌐ ℮⁹

─ ה ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟℮⁸

ה ─ ╩ ╘⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ∆╢⁹

ה ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ╡

╖⁸ ╩ⱪ♇▪ꜟכꜝ⸗─ ╢⁹

ה ─ ╩ ∆╢⁹

─ ה ─ ⌐ ↑≡ ╩ ⇔⁸ ╩╕≤╘⁸ ╩ ╘╢⁹

─ ה ─ ╛ ╩ ⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ─

─ ה ─ ╛ ╩ ╘╢⁹

ה ╩ ⇔⁸ ─ ╛ ─ ⁸ ─ ⁸

ᵒ ─ ⌂≥⁸ ⌂ ╩ ℮⁹

ה ⌐№√∫≡ ╛ ⁸ ≤─ ⌂ ╛ ╩ ℮⁹

─ ─ ה ה ⌐ ≠ↄ ╩ ⌐ ⇔⁸ №╢ ≠ↄ╡╩ ∆╢⁹

─ ה ה ₁─ ╩ ↕∑╢√╘⌐⁸ ╩ ⌐ ∆╢⁹

ה ╩ ∫≡ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⌂ ╩∆╢⁹

┼─ ─ ⌐ ∆ ה ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟℮⁸

ה ╢ ⌂ ╩ ™⁸ ∆╢⁹

ה ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

╩ⱪ♇▪ꜟכꜝ⸗─ ╢⁹

ה ⌂ ─ ─ ⌐ ↑≡⁸ ⌐ ⌂ ╩∆╢⁹

─ ה ─ ⌐ ↑≡⁸ ╩╕≤╘⁸ ╩ ╘╢⁹

─ ה ─ ה ─ ╛ ╩ ⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ה ╩ ™⁸ ─

ᵓ ⁸ ╛ ╩ ╘╢⁹

ה ─ ⁸ ⌂≥⁸ ⌂ ╩ ℮⁹

─ ─ ה ╛ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∂≡ ⌐ ╩ ℮⁹

─ ⁸ ה ─ ╛ ╩ ⌐ ∆╢⁹

─ ה ─ ╛ ⌐≈™≡ ⌐ ∆╢⁹

ה ⁸ ─ ה ─ ╩ ∆╢⁹

─

┼─ ─ ⌐ ∆ ה ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟℮⁸

ה ╢ ה ⌂ ╩ ™⁸ ∆╢⁹

ה ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ╡

╖⁸ ╩ⱪ♇▪ꜟכꜝ⸗─ ╢⁹
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╩ ∆╢ ≢ ≤∆╢ ─

┘ ─ ה ─ ⌐ ↑≡ ┘ ╩ ⇔⁸ ╩╕≤╘⁸

─ ╩ ╘╢⁹

┼─ ה ה ─ ╛ ╩ ⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ─

ᵔ ╛ ╩ ╘╢⁹

ה ↕╣√ ╛ ─ ╩ ─ ╩ ∫≡ ╡╕≤╘⁸ ╛

─ ≤─ ╩ ╡⌂⅜╠ ⅛≈ ⌐ ∆╢⁹

ה ⁸≡⇔≥כ♄כꜞ ♩כⱠ▫♦כ◖─ ┘ ⁸ ┘⌐

≤─ ה ╩ ℮⁹

─ ─ ה ה ⌐ ≠ↄ ╩ ⌐ ⇔⁸ №╢ ≠ↄ╡╩ ∆╢⁹

ה ╩ ╕ⅎ√⁸ ⌐ ∂√ ⌂ ⌐╟╡⁸ ─

╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ∆╢⁹

ה ה ⌐ ⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛

⁸ ≤ ⌐ ⇔⁸ ╕⇔™ ╩ ↄ⁹

─ ה ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∂√

─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢ ⌂ ≤ ╩∆╢⁹

ה ⌂ ה ─ ⌐ ∂√ ╛ ─ ╛ ╩ ™⁸ ╩ ╢⁹

─ ─ ה ⌐ ∆╢ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ╘╢ ⁸

⌐ ↑√ ╩∆╢⁹

ה ≤─ ─√╘─ ⌐ ╘⁸ ─ ╩ ╢

─ ה ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∂√

─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢ ⌂ ≤ ╩∆╢⁹

ה ⌂ ה ─ ⌐ ∂√ ╛ ─ ╛ ╩ ™⁸ ╩ ╢⁹

ᵕ ─ ─ ה ⌐ ∆╢ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ╘╢ ⁸

⌐ ↑√ ╩∆╢⁹

ה ≤─ ─√╘─ ⌐ ╘⁸ ─ ╩ ╢

ה₡ │⁸ ⌐ ⇔≡ ┼ ⌂ ╩ ™⁸ ≤⇔

≡─ ⌂ ה ╩ ∆╢⁹₢

ה ה ╩ ╕ⅎ√⁸ ⌐ ∂√ ⌂ ⌐╟╡⁸ ─

─ ╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ∆╢⁹

ה ≤ ≤─ ┘ ─ ╕⇔™ ╩ ≡⁸

( ⁸ ╩ ╘╢⁹

ה ה ⌐ ⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛

⁸◒ꜝⱩ ⁸ ≤ ⌐ ⇔⁸ ╕⇔™ ╩ ↄ⁹

⁸ ) ה ╛ ⁸ ≤ ⇔≡⁸ ╩ ⌐ ℮⁹

ה₡ │⁸ ⌐ ⇔≡ ┼ ⌂ ╩ ™⁸ ≤⇔

≡─ ⌂ ה ╩ ∆╢⁹₢

ה ⇔√ ╛ ─ ╩⁸ ╛ ─ ≤─ ╩ ╡⌂⅜

╠ ⌐ ∆╢⁹

ה ─ ╩ ╡⁸ ⅜ ─ ╩ ≢⅝╢ ≠ↄ╡╩ ℮⁹

ה ╛ ╩ ∂⁸ ╛ ─ ╛ ╩ ╢⁹

ה ≢─ ╛⁸ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ─

╛ ה ⌐ ⅛∆⁹

ה₡ │⁸ ⌐ ⇔≡ ┼ ⌂ ╩ ™⁸ ≤⇔

≡─ ⌂ ה ╩ ∆╢⁹₢
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╩ ∆╢ ≢ ≤∆╢ ─

ה ⌐ ╡⁸ ─ ─ ╛ ⌐≈™≡ ∆╢

ה ─ ─ ─ ╛ ─ ⌐ ⇔√ ─ ≠ↄ╡

ᵖ ─ ≤ ╩ ∆╢

ה ─ ⌐ ∆╢ ╛ ⁸╕√ ─ ⌐ ↑≡

╛ ┼ ╩ ™⁸ ≠ↄ╡╩∆╢⁹

ה ⌂ ╛ ─ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ╛ ─ ⁸ ⁸

⁸ ≤─ ╩ ╡⁸ ─ ╩ ∆╢⁹

⌐ ∆ ה ─ ─ ⌐ ╘⁸ ⌐ ∂√ ─ ה

╢ ⌐ ⅛╠ ∆╢⁹

( ה ─ ─ ╛ ⁸ ⌂≥─ ⌐≈™≡ ⌂ ╩ ™⁸

⁸ ╛ ─ ╩ ∆╢⁹

ה ⁸ ) ה ─ ─ ─ ה ⌐ ↑≡⁸ ה ⌐ ∆╢ ─

≤≤╙⌐⁸ ╕⇔™ ─ ⌐ ↑√ ╩ ≡╢⁹

ה ⌂ ╛ ╩ ⇔⁸ ─ ⁸ ─ ╛ ─ ⅛

╠ ⅜≢⅝╢⁹

ה ⌐ ≠™√ ╩⇔⁸ ─ ╛ ⁸ ╩

╡⁸ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╖⁸ ╩ ╘╢⁹

ה ╛ ╩ ∂≡⁸ ╛ ⁸ ≤─ ╩ ╢⁹

⌐ ∆╢ ה ⌐ ה ⌐ ∆╢ ╛ ─ ⌐ ⌐ ∆╢⁹

⅔↑╢ ה ─ ⌐ ∂√ ╛ ─ ╩ ™⁸ ╩ ╘╢⁹

ᵗ ה ⌐ ∆╢ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ╘╢ ⁸

ה ≤─ ⌐ ↑√ ╩∆╢⁹

⁸ ה ≤

─ ⁸

⁸ ה ה ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮⁹

⁸ ה ─ ╛ ─ ⌐ ╘⁸ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢⁹

ה ⅜ ⇔ↄ ⅜≢⅝╢╟℮⌂ ╛ ╩ ℮⁹

ה ⇔√ ╛ ─ ╩⁸ ╛ ─ ≤─ ╩ ╡⌂⅜

╠ ⌐ ∆╢⁹

ה ╛ ╩ ∂⁸ ╛ ─ ╛ ╩ ╢⁹

ה ≢─ ╛ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ⌐ ⅛∆⁹
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╩ ∆╢ ≢ ≤∆╢ ─

ה ה ⌐ ∆╢ ה ⌐ ∆╢ ╛ ╩ ⇔⁸ ─ ─ ┘ ╩ ℮⁹

─ ⌐ ─ ┘ ה ≢ ∆╢ ─ ה ┘ ─ ╩ ℮⁹

∆╢ ה ─ ⌐ ∂√ ─ ╛ ╩ ™⁸ ╩ ╘╢⁹

ᵘ ה ה ╩ ╕ⅎ√⁸ ⌐ ∂√ ⌂ ⌐╟╡⁸ ─

─ ⁸ ╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ∆╢⁹

─ ⁸ ( ה ≤─ ┘ ─ ╕⇔™ ╩ ≡⁸ ╩ ╘

⁸ ה ╢⁹

⁸ ⁸ ה ה ⌐ ⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛

◒ꜝⱩ ⁸ ⁸ ≤ ⌐ ⇔⁸ ╕⇔™ ╩ ↄ⁹

) ה ╛ ⁸ ≤ ⇔≡ ╩ ⌐ ℮⁹

ה ⇔√ ╛ ─ ╩⁸ ╛ ─ ≤─ ╩ ╡⌂⅜

╠ ⌐ ∆╢⁹

ה ─ ╩ ╡⁸ ⅜ ─ ╩ ≢⅝╢ ≠ↄ╡╩ ℮⁹

ה ╛ ╩ ∂⁸ ╛ ─ ╛ ╩ ╢⁹

ה ≢─ ╛⁸ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ─

╛ ה ⌐ ⅛∆⁹

─ ה ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ┼─ ה ╩ ⌐ ℮⁹

ה ⌐ ∆╢ ה ─ ⌐ ⇔≡⁸ ╛ ה ≤─ ⌐ ╘╢⁹

ה ⌂ ⌐ ≠⅝⁸ ה ─ ה ⌐ √╢⁹

∕─ ה ╩ ∆╢ ≢⁸ ─ ╩ ⅛∆⌂≥─ ╩⇔⁸ ⁸

╩∆╢⁹

ה ─ ╛ ⅜ ≢⅝╢╟℮⁸ ╛ ─ ─ ⌐ ╘╢⁹

ה ─ ╛ ─ ⁸ ⌐ ∂≡⁸ ─ ╩

⌐ ℮⁹

ה ╛ ─ ╩ ╕ⅎ√ ╩ ℮⁹

ה ה ╛ ∆╢ ה ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ⌐ ∆╢⁹

ה ╛ ╩ ∂≡⁸ ╛ ─ ╛ ╩ ╢⁹

⁸ ה ה ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮⁹

ᵚ ⁸ ה ─ ╛ ─ ⌐ ╘⁸ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢⁹

ה ⅜ ⇔ↄ ⅜ ╢╟℮⌂ ╛ ╩ ℮⁹

⌐ ∆╢ ⁸ ה ה ─ ╛ ⌐ ∂√ ─ ─ ה ╩ ℮⁹

≤─ ⁸ ה ⌂ ─ ⅜ ↕╣╢╟℮⁸ ⌐≈™≡─ ╩ ⇔⁸ ╩ ℮⁹

≤─ ⁸ ה ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ─ ⌐ ↑√ ─ ╩ ∆╢⁹

┼─ ה ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩∆╢⁹

⁸ ⁸ ה ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╖⁸ ─ ⌐ ╘╢⁹

ה ≢─ ╛ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ⌐ ⅛∆⁹

⑨

寄

宿

舎

指

導

員
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╩ ∆╢ ≢ ≤∆╢ ─

ה ה ה ⌐ ╢ ╛ ╩∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ╢ ⌂ ╩∆╢⁹

ה ה ה ─ ⁸ ה ╩ ⌐ ⇔⁸ ∆╢⁹

ה ה ה ה ─ ╩ ⌐ ⌐ ∆╢⁹

ה ה ה ⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⌐ ∆╢⁹

ᵛ ⌐ ∆╢↓≤ ה ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⌐ ™⁸ ∆╢⁹

ה ה ה ה ⁸ ⁸ ─ ┘ ╩ ⌐ ℮⁹

ה ה ה ⁸ ╩ ⌐⁸ ⌐ ∆╢⁹

ה ה ה ─ ה ╛ ⌂≥─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩∆╢⁹

⌐ ∆╢↓≤ ה ─ ╩ ⇔≡ ⌐ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ ∆╢⁹

ה ה ╛ ┼ ⌐ ∆╢⁹

ה ה ⌐ ה ─ ╛ ─ ╩ ╛ ─ ≤─ ╩ ╡⌂⅜╠⁸

∆╢↓≤⁸ ⌐ ∆╢⁹

⁸ ה ≢─ ╛ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ⌐ ⌐

⁸ ∆╢⁹

─ ה ─ ╛ ╩ ⌐ ™⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐∆╢⁹

ᵜ ─ ─ ה ─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╢⁹

ה ≤─ ╩ ╡⁸ ─ ╩ ⅛╠ ⅎ╢⁹

ה ה ─ ה ─ ╩ ⇔⁸ ─ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⌂ ╩ ℮⁹

ה ─ ╩ ⌐ ℮⁹

─ ה ─ ╩ ⌐ ≡╢⁹

ה ─ ≈≤⌂∫≡™╢₈ ─ ₉╩ ⇔≡⁸ ╠─ ╩ √∆⁹

ה ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤ ╩ ∫≡™ↄ⁹

ᵑ ⌐ ∆ ה ╩ ╘╢ ≢ ⌂ ה ╩ ∟⁸ ⌐ ∆╢⁹

╢ ה ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ ⌐ ∆╢⁹

ᵜ

─ ─ ה ─ ╩ ⇔⁸ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⌂ ╩ ℮⁹

⁸ ┼─ ה ╛ ⌐ ⇔ ∆╢⁹

─

☻ ה ─ ⌐ ╡ ╖⁸ ─ ⌐ ↑⁸ ╠─ ╩ √∆⁹

♃ ה ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

♇ ≤ ╩ ∫≡™ↄ⁹

ⱨ ה ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ⅝⌐ ╡ ╗⁹

β ∆═≡─ ⌐ ∆╢₈ ה ₉─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№╢─≢⁸

─ ╩ ⇔≡™╕∑╪⁹
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й ⌐≈™≡

「期待される教職員像」を示した４つのステージを設定（経験を数値化した校務経

験値の累積による）し、経験を重ねてステージを上げる仕組みを取り入れます。これ

によって、次のステージをめざし、モラールを向上させ精勤することを期待します。

第１ステージ→第２ステージ→第３ステージ→最終ステージへと、「期待される教職

員像」を意識し、意欲的に資質の向上を目指すような評価制度にします。

ステージ 期 待 さ れ る 教 職 員 像

第１ステージ 先輩教職員から現場の教育技術等を学び、児童生徒を指導する

(10経験値未満) 実力をつけ、組織の一員として協力する姿勢を身に付ける期間

第２ステージ 若手教職員を導きながら、教育活動等においてさらなる向上を

(１0経験値以上) 目指し、組織のミドルリーダー的存在となる期間

第３ステージ これまで経験や教育技術等を生かし中堅・若手の目標となり、

(２0経験値以上) 組織のリーダーとして、学校運営に大きな力となる期間

最終ステージ 豊かな経験や教育技術等を中堅・若手に伝達し、奈良県教育の

(３0経験値以上) 充実をも見据えて、学校運営に深く影響を与える期間

─ ה
総合評価については、次の範囲の考え方で実施します。

(1) 評価期間中における、被評価者の職務の遂行状況やその結果を評価するもの

であり、評価期間以外の過去における被評価者の状況については、考慮に入れ

ないものとする。

(2) 被評価者の職務に関係する行動とその結果だけを評価対象とし、勤務時間以

外の職務に関係のない私的な行為及び自主的な活動は、評価対象としない。た

だし、私的な行為及び自主的な活動であっても、それが職務の遂行又は児童生

徒の成長や発達に影響を及ぼしている場合は、その影響を受けた事実について

評価することがある。

(3) 勤務時間外における家庭訪問や校外指導等、校長の承認又は命令の下におい

て行われるこれらの職務についても評価することがある。

(4) 評価の期間は毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、当該年度の１２月

３１日を基準日として実施する。教職員課へのシートの提出は１月２０日。

(5) 当該年度の年度末までに、教職員の取組により児童生徒に大きな変化が認め

られたときなど、教職員の職務遂行状況や成果等が確認でき、評価者がそれを

総合評価に反映させる必要を認めたときには、再評価(定期評価の訂正)を行う

ことができる。この場合、評価者はすみやかに、「再評価」と明記した総合評

価シートを提出する。
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⌐╟╢ ─ ≤

(1) 業務内容による校務経験値（小中県立学校職員で後の(2)以外の者）

学校における一定の業務を経験した者に、第二次評価者が、その業務内容の区

分に応じて校務経験値を与えます。業務成果の評価とは異なります。与えられる

校務経験値は次の表の通りで、年度を超えて、退職するまで累積していきます。

≤ ─

─

▪ ה ⁸ ⌐⅔↑╢ ─

▬ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ╦╢

► ▪⁸▬≤ ⁸╙⇔ↄ│∕╣ ─ ⅜№╢≤ ⅜ ⇔√

◄ ▪⁸▬⁸► ─

○ ╕≢─ ⅜ ⁸╙⇔ↄ│∕╣⌐ ∏╢

β ⌐│ ─ │ ⇔╕∑╪⁹ ╛ ⁸ ⅝

─ │ ─╖≤⇔⁸ │ ≢∆⁹

β ⇔ↄ ↕╣√ ─ │⁸ ─ │ ─ ה

⁸ ┘ ╕√│ ─ ⅝─╖ ≤

⌂∆ ─ ─ ⌐ ╩ ∂√ ╩⁸∕

─ ⌐ ∂≡ ⇔╕∆⁹╕√⁸ ╩ ≤⇔√ │⁸∕─

≢─ ⌐ ╩ ∂√ ╩ ⇔╕∆⁹↓╣╠─ │⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ≢ ⅜ ⌐ ⇔⌂⅛∫√ ⌐≈™≡│ ⇔⁸

╩ ≤⇔╕∆⁹√∞⇔⁸ ≤⇔≡─ ≢─ ⌐≈™

≡│⁸∕─ ⌐ ⅜ ↕╣≡™╣┌∕─ ╩ ⅞⁸ ⅜⌂↑╣┌∕

─ ⌐ ╩ ∂√ ╩ ⌂ↄ ⇔╕∆⁹∕─ ─ ⁸ ה ה

ה ה ≢─ ⁸ ⌐ √⌂™ ⁸

⁸ ─ │ ≢∆⁹ ─ ─ ⅜ ╩ ⇔╕∆⁹

β ₈►₉⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ╙ ╘≡ ─ ≢ ⇔╕∆⁹

β ₈▪₉₈▬₉─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ≢ ╩ ⇔╕∆⁹

β ─ ⁸ │ ≢─ ─ ─ ⅜

⌐ ∫√ ⁸∕─ ⌐ ╩ ∂√ ╩ ⌐ ⇔╕∆⁹

β ⁸ ─ ⁸ ⌐≈™≡│ ─ ─ ╡⁹

(1) 総合評価シート（別表３）を使用し、客観性、信頼性が確保できる適正な評価をする。

(2) 教職員に、業務内容に応じた校務経験値を付与し、累積する。

(3) ３つの評価項目ごとの３つの要素について、それぞれ５段階の絶対評価を行う。

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ─ 45

ᵑ ⌂≥ ⌐╟╢╙─ 1

ᵒ ⌐╟╢╙─

ᵓ

ᵔ ≤─ 1

ᵕ ה ≤─ 1

ᵖ ≤ ─ 1 ─ ╩

ᵗ ⁸ ─ 1 ─ ╩

ᵘ ┼─ 1

ᵙ ┼─

ה
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(２) 業務内容による校務経験値（県立学校事務職員等）
県立学校事務職員及び栄養職員、学校司書、技能労働職員（以下、事務職員等

という）については、職務の性質が教員とは異なりますが、学校という職場の特

殊性を鑑み、教員と一体的に評価を行うものとします。

事務長が第一次評価をし、各学校長が第二次評価をします。

各学校の事務職員等の中で、学校長が特に学校運営に貢献したと判断する者に

対して、校務経験値１を加算します（事務長が記入するものではありません 校

務経験値は１又は０です）。

正規任用事務職員等については、翌年度以降も同様に校務経験値が１加算され

た場合、校務経験値は累積することとします（臨時的任用職員については、累積

しません）。

学校長により事務職員等に校務経験値を加算する者（例）。

（ア）学校事務に関する研究会において、積極的な活動を行うなど、事務の合

理化、改善に寄与した者

（イ）各学校が認める地域イベントや生徒のボランティア活動等を教員と協力

して推進した者

（ウ）学校と保護者や卒業生との連携の推進に寄与した者

（エ）経済的に困窮する家庭の生徒等への配慮、地域や保護者等からの苦情対

応等円滑な学校運営に寄与した者

（オ）その他、学校長が特に学校運営に貢献したと判断する者

校務経験値については、学校間で異動した場合は引き継がれますが、一度知事

部局等学校以外の所属へ異動した場合は、引き継がれないものとします。

【校務経験値付与イメージ】

+1 n+ + + +11 +12

┼─

1 0 1 1 0 0 1

1 1 2 3 3 9 10
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(３) 絶対評価における評価項目

総合評価は、３つの評価項目ごとの３つの要素（別表4～6参照）を評価しま

す。第一次評価者、及び第二次評価者が絶対評価の５～１の５段階で勤務状況を

評価し、第二次評価者の評定の合計（満点は４５）を総合評定とします。評価の

基準については次の表の通り。

─♩כ◦

╩ ∆╢ ≢ ⌂ ╩ ⌐ ∫≡™╢⁹

╩ ∆╢ ≢ ⌂ ╩ ∫≡™╢⁹

╩ ∆╢ ≢ ⌂ ╩╒╓ √⇔≡™╢⁹

╩ ∆╢ ≢ ⌂ ╩ √⇔≡⅔╠∏⁸ ╩ ∆╢⁹

╩ ∆╢ ≢ ⌂ ╩ √⇔≡⅔╠∏⁸⅛⌂╡─ ╩ ∆╢⁹

第二次評価者の評定の合計（満点は４５の総合評定）を、区分に応じ、下の表の

下欄に掲げる記号を全体評語とします。

─

л к й и з

ה ⌐╟╢
総合評価シートの結果は県・市町村教育委員会教育長が相対化するための資料と

なります（任期付き教職員、再任用教職員及び臨時的任用教職員は相対化しませ

ん）。評定合計の上位の者から５段階で相対化され、結果は昇給に反映されます。

なお、校務経験値による４つのステージを設定する中で、ステージが昇格する第

２、３、最終ステージ最初の時期にある教職員については、一定の条件に基づき、

ステージ昇格を加味して総合評価シートの結果をとらえます。

▬ⱷכ☺

☺כ♥☻ ☺כ♥☻ ☺כ♥☻
☺כ♥☻

10 20 30



- 16 -

総 合 評 価 シ ー ト 【 教 諭 ・ 講 師 用 】

（別表３）

令和 ( ○○ ) 年度

職名 本人氏名 職員番号 （ 424404 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

教諭 奈良　花子
学校名

29 8

○○市立○○小学校
昭和 40 性 ) 年年 8 月 23 日生 （ 年

【　校務経験の記録　】
所属学年と担当 校務分掌 週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

51 歳

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

６年担任
教務主任
体育部

25 理科
時間

1 教務主任として学校全体に関わる業務を担当した。 19.5 20 21

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

22

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

イ

10能力 3 4

意欲 3 3

②
学
習
指
導
以
外

の
分
野

業績 2 3

①
学
習
指
導

業績 4 3

9能力 3 3

意欲 4 3

③
学
校
運
営

業績 3 4

13能力 4 4

意欲 4 5

評定の合計と所見
（第二次評価者による）

評定の総合計 全体評語 所　見

32 ／４５

教務主任としてその能力を十分に発揮し、行事の精選などに意欲的に取り
組んだ。児童への指導力も高く、国語科指導で成果を上げている。

第一次評価者   職・氏名 教頭　・　吉野　次郎 （ 12 月 9 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 校長　・　葛城　和夫 （ 12 月 27 日記入 ）
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≤ ─

─

─ ⁸ ─ ⁸ ─ ה ─ ⁸ ─

ᵑ
⁸

─ ─ ה ⁸ ─

─ ⁸ ה ⁸ ─

─ ⁸ ─ ⁸ ─ ה ─ ⁸ ─ ⁸

ᵒ ─ ─ ה ⁸ ─ ה

┼─ ─ ⌐ ∆╢

ᵓ ה ─ ⁸ ─ ─ ⁸

─ ה ─ ⁸ ─ ⁸ ה

┼─ ─ ⌐ ∆╢

┘ ─ ⁸ ─ ⁸ ┼─ ה ⁸ ⁸

ᵔ ⁸

─ ─ ה ⁸ ─ ה ⁸

─ ⁸ ─ ⁸ ה ⌂ ─ ─

ᵕ ה
─ ⁸ ─ ⁸ ה ⌂ ─ ─

₡ │⁸ ⌐ ∆╢ ┼─ ₢

⁸ ⁸ ⁸ ( ⁸ ⁸

─ ⁸◒ꜝⱩ ⁸ )

₡ │⁸ ⌐ ∆╢ ┼─ ₢

⁸ ⁸ ⁸

₡ │⁸ ⌐ ∆╢ ┼─ ₢

⁸ ⁸ ─ ≤ ⁸ ⁸

ᵖ
⌐ ∆ ╢

⁸ ⁸ ( ⁸ ⁸ )⁸

ה

⁸ ⁸ ⁸

⌐ ∆╢
ה ⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ה ≤─ ⁸ ה

ᵗ
≤─ ⁸

⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸

ה ─ ⌐ ה ⌐ ∆╢ ─ ┘

∆╢

ᵘ ה ─ ≤ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

─ ⁸◒ꜝⱩ ⁸ )

⁸ ⁸ ⁸

ᵙ
─ ⁸ ה ⌐ ∆╢

∕─ ⁸

⁸ ה

ᵚ
⁸ ⁸ ⁸

⌐ ∆╢ ה ≤ ─ ה ≤ ─ ⁸

┼─ ⁸ ⁸

ה ה ה ה ה ה ה ה ה

ᵛ ה ה ה ה ה ה ה

ה ה ה ⌐ ∆╢↓≤⁸ ⁸ ⁸

─ ─ ⁸ ─

ᵜ ה ה ─ ⁸ ─

⁸ ⁸

ᵑ ᵜ ─
⌐ ∆ ╢ ⁸

☻♃♇ⱨ
─ ─ ⁸ ⌐ ∆╢

⁸ ⁸
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─

─

( ) ─ ⅜ ⇔≡™√⁹ ╣≡™╢⁹

↕╣╢ ╛ ⌐ ⇔≡ ⌐ ⇔√⁹

( ) ⌐ ╘╠╣√ ╩ ∫√⁹

─ ╘ ⅜ ≢ ╟ↄ⁸ ↄ ⇔√⁹

ה ╩ ⌐ ∆╢√╘⌐ ⇔⁸ │ ∆╢

╟℮ ⇔√⁹

ה ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ≤ ⌐ ↕∑╢ ─

╩ ⇔≡™╢⁹

⇔√ ⌐ ⇔≡ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹

ה ╩ ⌐ ⁸ ≢⅝╢⁹

─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ≢⅝╢⁹

ה ╩ ∆╢√╘─ ה ╩ ⅎ⁸ ≢⅝╢⁹

ה ╠─ ╛ ⅎ╩ ⌐ ⇔⁸ ↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ה ⌐ ↑≡ ⅜ ∆╢ ╩ ≢⅝╢⁹

─ ( ─ ) │ ⌂ ⅜≢⅝╢

╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╛ ─√╘─ ╩

ↄ ⇔⁸ ⌐ ≢⅝╢⁹

╛ꜟכꜟ√╣╠╘ ╩⅝∟╪≤ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ │ ╤

℮≤∆╢ ⁸ ≢№╢⁹

⌐ ↕╣√ ╩ ╩╙∫≡ ⇔╟℮≤∆╢ ⁸

≢№╢⁹ ╛ ⌐ ∆╢ ™ ╩╙∟⁸∕╣⅜ ⁸

⌐ ╣≡™╢⁹

╛ ⌂≥⌐ ╡ ╗↓≤⌐╟∫≡ ╩ ↄ⇔≡™↓

℮≤∆╢ ⁸ ≢№╢⁹ ⇔™ ⌐ ∆╢ ⅜ ⁸

⌐ ╣≡™╢⁹

ה ─ ≤⇔≡ ╩ ⇔⁸№╢™│ ⇔≡ ╩ →≡

™↓℮≤∆╢ ⁸ ≢№╢⁹

ꜞ כ ♄ כ ◦ ♇ ⱪ כ♄כꜞ ≤⇔≡⁸ ─ ≤⌂╡ ╡⌐╛╢ ╩ ╓⇔⁸

⌐ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ ⁸ ≢№╢⁹
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≤ ⁸ ─ ≤↕╣╢

ₒᵑ ₓ

≤↕╣╢ ( )視
点

ủ ⱦ☺ꜛfi⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ≤⌂∫≡ ╡ ╗ ╩ ⇔√⁹
─ ⁸ ủ ─ ⌂ ╛ ─ ⌂ ⌂≥⁸ ⌂ ╩ ∫√⁹
⁸ ủ ⌐ √∫≡⁸ ╛ ה ≤─ ╩ ⌐ ∫√⁹

─ ⁸ ủ ╩ ⌐ ⅎ ⌐ ⇔√
─

ה ─ ủ ה ╛☼כ♬─ ╩ ╕ⅎ√ ⱦ☺ꜛfi⅜ ≢⅝╢⁹
⁸ ủ №╢ ≠ↄ╡╛ ⅛╣√ ≠ↄ╡⌐⅔™≡⁸ ה ┘∕─
─ ⁸ ⌐ ↑≡⁸ ╩ ה ≢⅝╢⁹

ủ ≤⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ∟⁸ ╩ √⇔⌂⅜╠ ⅜

≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⇔≡⁸ ╩╙∫≡ ⌐ ≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡ ™ ─ ⌐⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ №╢ ≠ↄ╡╛ ⅛╣√ ≠ↄ╡⌐ ╩ⱪ♇◦כ♄כꜞ⁸↑ ⇔

≡⁸ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ─ ┘ ─ ╩ ⌐ ∫√

ה ⁸ ủ №╢ ≠ↄ╡⌐ ↑⁸ №╢ ╩ ⇔√

─ ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤≢ ─ ⌐

╘√⁹

ủ ╩ ⌐ ⇔⁸ ₁─ ╩ ⅛⇔√ ─ ⅜╖

╠╣√⁹

ủ ⌐ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌂ ╩ ╦∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ⌐ ≠ↄ ╩⁸ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐

≢⅝╢⁹

ủ ⅜ ─ ™ ╩ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ╩

╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ √⌂ ╛ ™ ⌐ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜

≢⅝╢⁹

─ ủ ─ ╛ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟

⁸ ℮⁸ ⌂ ה ┘ ╩ ∫√

ה ⁸ ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌂

╩ ╡⁸ ≢ ⅝╛∆™ ≠ↄ╡╩ ∫√

─ ủ ╩ ╕ⅎ√ ╩ ↕∑╢↓≤≢⁸ ─ ─

⁸ ─ ⅜╖╠╣√⁹

ủ ─ ╩ ⇔√⁹

ủ ─ ⁸ ⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ⅛╠─ ⌂

⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ╗ ≠ↄ╡╩ ⇔⁸ ≤ ⇔≡ ─ ╩ ╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹
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ₒᵒ ₓ

≤↕╣╢ ( )

─ ⁸ ủ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ≤⌂∫≡ ╡ ╗ ⅜≢⅝╢╟℮

╩ ⇔√⁹

─ ⁸ ủ ⌐ ∆╢ ה ⅛╠─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⅛∆√╘

─ ⌐ ה ╩ ⌐ ∫√⁹

ה ─ ủ ╩ ה ⌐ ⅎ⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ⇔√⁹

⁸

─ ⁸ ủ №╢ ≠ↄ╡╛ ⅛╣√ ≠ↄ╡⌐⅔™≡⁸ ה ┘∕─

⌐ ↑≡⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ה ≢⅝╢⁹

ủ ≤⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ∟⁸ ╩ √⇔⌂⅜╠ ⅜

≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ⇔ ╩╙∫≡ ⌐ ≢⅝╢⁹

ủ ≤⇔≡─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ⇔⁸ №╢ ≠ↄ╡⌐ ╩ⱪ♇◦כ♄כꜞ⁸↑ ⇔≡⁸

⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ╩ ∫≡ ╩ ∆≤≤╙⌐⁸ ╩ ⇔ ⌂

ה ⁸ ╩ ™⁸ ─ ⌐ ╘√

─ ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ⌂ ה ╩ ℮↓≤≢⁸ ─

ה ⌐ ╘√⁹

ủ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ ⇔⁸ ₁─ ╩ ↕∑√⁹

ủ ⌐ ─ ╩ ╕ⅎ√ ⌂ ╩ ╦∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ≠ↄ ╩⁸ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐

─ ≢⅝╢⁹

ủ ⅜ ─ ™ ╩ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ─ ╩ ╢

≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ √⌂ ╛ ™ ⌐ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜

≢⅝╢⁹

─ ủ ─ ╛ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟

⌐ ∆╢ ℮⁸ ⌂ ה ╩ ∫√⁹

ה ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌂

╩ ╡⁸ ≢ ⅝╛∆™ ≠ↄ╡⌐ ╘√

ủ ╩ ╕ⅎ√ ╩ ↕∑╢↓≤≢⁸ ─ ─

⁸ ─ ╩ ∫√⁹

─

ủ ─ ⁸ ⁸ ⌐≈™≡╟ↄ ⇔⁸ ─ ⅛╠

─ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⇔⁸ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ⌐ ∆╢↓≤≢⅝╢⁹

ủ ≤◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ╡⁸ ╩╙∫≡ ─ ╩ ╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹
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ₒᵓ ה ₓ

≤↕╣╢ ( )

ủ ╛ №╢ ≠ↄ╡╩ ╕ⅎ√ ─ ה ╩ ℮⌂≥⁸

─ ⁸ ⌐ ╩ ∫√⁹

─ ủ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╗⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑⁸

ה ─ ╠─ ╩ √⇔√⁹

⁸ ủ ≢─ ╛⁸ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ⌐ ⅛

⇔√⁹

ủ ─ ╛ ╠─ ╩ ⇔⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ ⌂

⅜≢⅝╢⁹

ủ ה ╛ ─ ⁸ ⁸ ≤ ה ⇔⌂⅜╠ ⌐

⇔√ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ↑√ ╛ ─ ─ ╩ ╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ∆═⅝ ≤⇔≡ ╩ ↄ ⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ה ╛ ─ ≤ ╩ ╩ⱪ♇◦כ♄כꜞ⁸╡ ⇔≡⁸

⌐ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ה ủ ╛ ┼─ ⌂ ╛ ╩ ™⌂⅜╠⁸ ╩

─ ⁸ ⌐ ה ⇔√⁹

ủ ╩ ∟⁸ ⌐ ⇔™ ╛ ╩ ╡ ╣╢⌂≥⁸ ⌐

─ ⁸ ╘╠╣╢╟℮ ╛ ╩⇔√

ה ủ ⁸ ⌐ ╛ ╩ ™⌂⅜╠⁸ ─ ╛ ─ ⁸

─ ╩ ∫√⁹

ủ ╩ ∆═⅝ ≤⇔≡ ⌂ ╩ ⇔⁸ ⌐

─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⅝╛ ה ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐

≢⅝╢⁹

ủ ╛ ⌐ ∆╢ ╛ ┘ ⌐ ∆╢ ╛ ╩

⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ √⌂ ╛ ™ ⌐ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝

╢⁹

─ ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─

⌐ ∆╢ ⌐ ╡ ╖⁸ ╩ⱪ♇▪ꜟכꜝ⸗─ ∫√⁹

ה ủ ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟℮⁸

⌂ ה ╩ ∫√⁹

ủ ─ ⌂ ⁸ ─ ⌐ ↑√ ╩ ∫√⁹

─

ủ ─ ⁸ ⁸ ⌐≈™≡╟ↄ ⇔⁸ ─ ⅛╠

─ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⇔⁸ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ה ╛ ─ ≤◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ╡⁸ ╩╙

∫≡ ─ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹
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ₒᵔ ₓ

≤↕╣╢ ( )

┘ ủ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ≤⌂∫≡ ╡ ╗ ⅜≢⅝╢╟℮

─ ⁸ ┘ ╩ ⇔√⁹

ủ ⌐ ∆╢ ה ⅛╠─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⅛∆√╘

─ ⁸ ⌐ ה ╩ ⌐ ∫√⁹

┼─ ủ ─ ╛ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↕∑╢╟

ה ⁸ ℮⁸ ⌂ ה ╩ ∫√⁹

⁸ ủ ╩ ה ⌐ ⅎ⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ⇔√⁹

⁸ ủ №╢ ≠ↄ╡╛ ⅛╣√ ≠ↄ╡⌐⅔™≡⁸ ה ┘∕─

⌐ ↑≡⁸ ┘ ╩ ⇔⁸ ╩ ה ≢⅝╢⁹

ủ ─ ⁸ ⁸ ⌐≈™≡╟ↄ ⇔⁸ ─ ⅛╠

─ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⇔≡⁸ ┘ ╩ ⇔ ╩╙∫≡ ⌐ ≢⅝╢⁹

ủ ⌂ ╛ ╩ ∟⁸ ╩ √⇔⌂⅜╠ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ≤⇔≡─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ┘ ╩ ⇔⁸ №╢ ≠ↄ╡⌐ ╩ⱪ♇◦כ♄כꜞ⁸↑

⇔≡⁸ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ╩ ∫≡ ╩ ∆≤≤╙⌐⁸ ┘ ╩ ⇔

ה ⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ─ ⌐ ╘√

─ ủ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ⌂ ה ╩ ℮↓≤≢⁸ ─

ה ⁸ ⌐ ╘√⁹

ủ ─ ╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ⇔√

ủ ╛ ╩ ⇔ ─ ╛ ╩ ↕∑√

ủ ⌐ ≠ↄ ╩⁸ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐

─ ≢⅝╢⁹

ủ ⅜ ─ ™ ╩ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ─ ╩ ╢

≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⌂ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╛ ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔⁸ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ⇔≡ ⌐ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ √⌂ ╛ ™ ⌐ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜

≢⅝╢⁹

ủ ⌂ ⌐╙ ╩╙∫≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢

ủ ⌐ √∫≡⁸ ─ ╛ ≤─ ה ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ─ ⌐ ∂≡ ╛ ╩ ⇔⁸ ┼─ ה ╩ ╘√⁹

⁸ ủ ⌐ ≠ↄ ⌂ ╩ ∫√⁹

─ ⁸ ủ ─ ≢ ∂√ ╛ ⌐ ≠™≡ ╛ ─ ╩⇔√

ה

⌂ ─ ủ ─ ⌐ ∂≡⁸╦⅛╡╛∆ↄ ≢⅝╢⁹

─ ủ ⌐ ∫≡ ╩ ⇔⁸ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔≡™╢⁹

ủ ה ⌐ ╘⁸ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ╩ ╘╢√╘⌐⁸ ╛ ─ ⌐ ╡

╗↓≤⅜≢⅝╢⁹
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ₒᵕ ה ₓ

≤↕╣╢ ( )

─ ủ ─ ⌐ ∂≡ ╛ ╩ ⇔⁸ ┼─ ה ╩
⁸ ╘√⁹
─ ⁸ ủ ⌐ ≠™≡ ╩ ™⁸ ─ ╩ ⇔√⁹
ה ủ ⌐ ≠ↄ ⌂ ╩ ∫√⁹
⌂ ─ ủ ─ ≢ ∂√ ╛ ⌐ ≠™≡ ╛ ─ ╩⇔√
─ ₡ủ ⌐ ≤↕╣╢ ╩ ↕∑╢√╘─ ╩⇔√⁹₢

ủ ─ ⌐ ∂≡⁸╦⅛╡╛∆ↄ ≢⅝╢⁹
ủ ⌐ ∫≡ ╩ ⇔⁸ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹
ủ ─ ╛ ה ⁸ ─ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜
≢⅝╢⁹
ủ ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔≡™╢⁹
₡ủ ⌐ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹₢

ủ ה ⌐ ╘⁸ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢↓≤⅜≢⅝╢⁹
ủ ─ ≤ ה ⇔⌂⅜╠ ╩ ╘≡™ↄ↓≤⅜≢⅝╢

₡ ủ ─ ╛ ╩ ╘╢√╘⌐⁸ ╛ ─ ⌐ ╡
₢ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

₡ủ ─ ⌐ ╩╙∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢ ₢

⁸ ủ ─ ╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ⇔√
⁸ ủ ╛ ╩ ⇔ ─ ╛ ╩ ↕∑√
⁸ ủ ─ ╩ ⇔√ ⌂ ╩ ™⁸ ≤─ ╩
( ⇔√⁹
⁸ ₡ủ ⌐ ≤↕╣╢ ╩ ↕∑╢√╘─ ╩⇔√⁹₢

⁸ ủ ╛ ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔⁸ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∂√ ╩ ≢⅝╢⁹

◒ꜝⱩ ⁸ ủ ≤─ ╛ ⁸ ─ ≤─ ╩ ∂≡⁸ ⅜≢

) ⅝╢⁹
ủ ─ ╛ ⌐≈™≡ ⌐ ⌐ ≢⅝╢⁹

─ ₡ủ ⌐ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹₢

ủ ⌂ ⌐╙ ╩╙∫≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢
ủ ─√╘⌐ ╩ ∂≡ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢
ủ ⌐ √∫≡⁸ ─ ╛ ≤─ ה ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝
╢⁹

₡ ủ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢√╘ ⌐ ╘⁸ ⌐ ⅛∆↓≤⅜
₢ ≢⅝╢⁹

₡ủ ─ ⌐ ╩╙∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢ ₢

⁸ ủ ╩ ╟ↄ ⌐ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ ╠─ ╩ √⇔√⁹
⁸ ủ ⌂ ⌐╙ ≢ ⇔√ ╩⇔√⁹
⁸ ủ √⌂ ╛ ⌂ ⌐ ⌂ ╩⇔√

₡ủ ⌐ ≤↕╣╢ ╩ ↕∑╢√╘─ ╩⇔√⁹₢

ủ ⇔√ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹
ủ ─ ╛ ⅜ √∆═⅝ ⅜ ≢⅝╢
ủ ⱱכⱶꜟכⱶ( ) ≢⁸ ─ ╛ ─ ╩ ╕ⅎ√

─ ה ┘∕─ ⌐ ↑≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹
ủ ⁸ ⁸ ≤ ⌂ ╩ ™⌂⅜╠⁸ ╩ ≢⅝╢⁹
₡ủ ⌐ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹₢

ủ ─ ≤⇔≡─ ⅜№╡⁸ ⅎ╠╣√ ⌐ ╩╙∟ ∆╢↓≤
⅜≢⅝╢⁹
ủ ⇔™ ╛ ╩ ∆⌂≥⁸ ⇔√ ⌐ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢
⅝╢

₡ ủ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ≤╟ↄ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜
₢ ≢⅝╢⁹

₡ủ ─ ⌐ ╩╙∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢ ₢
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ₒᵖ ה ₓ

≤↕╣╢ ( )

⁸ ủ ─ ≠ↄ╡╩ ⇔√⁹

⁸ ủ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ⅎ ⌐ ⇔√⁹

─ ủ ╛ ⁸ ה ה ⁸ ≤ ╩ ⌐ ∫√⁹

≤ ⁸

⁸

ủ ─ ⌐ ∂≡⁸ ╛ ╩ ℮√╘─ ╛ ⅜≢

⅝╢⁹

ủ ⌂ ה ╩ ⇔⁸ ─ ╛ ─ ⌐ ⇔≡ ⌂

⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ─ ╛ ⌐ ≠™≡⁸ ≤ ⇔

╩ ≢⅝╢⁹

ủ ה ⌐ ╘⁸ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤ ה ⇔⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ⌐≈™≡ ⌂ ╩ ™⁸ ╛ ─ ╩ ⇔√⁹

ủ ─ ⌐ ∂√ ⌂ ╩ ™⁸ ╩╟ↄ ⇔⁸

⁸ ╩ ⇔√⁹

( ủ ╛ ┼ ⌂ ╩ ⌐ ∫√

⁸

⁸

⌐ )⁸ ủ ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔≡™╢⁹

ủ ─ ╩ ⌐ ╣⁸ ⌐ ∂√ ⅜≢⅝╢⁹

∆ ủ ≤─ ╛ ⁸ ─ ≤─ ╩ ∂≡ ⅜≢⅝

╢ ╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩ ╛ ⌐ ≢

⅝╢⁹

ủ ⌂ ⌐╙ ╩╙∫≡ ⌐ ╡ ╪≢™╢

ủ ─ ╛ ≤ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ╩ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢√╘ ⌐ ╘⁸ ⌐ ⅛∆↓≤⅜

≢⅝╢⁹

⁸ ủ ┘ ╩ ╟ↄ ⌐ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ ╠─

⁸ ╩ √⇔√⁹

ủ ╩ ⌐ ∆╢√╘⌐ ╛ ╩⇔√⁹

ủ √⌂ ╛ ⌂ ⌐ ⌂ ╩⇔√

ủ ⇔√ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⅜ √∆═⅝ ╩ ≢⅝╢

ủ ╛ ─ ╩ ╕ⅎ√ ─ ה ⅜≢⅝

╢⁹

ủ ⁸ ⁸ ≤ ⌂ ╩ ™⌂⅜╠ ╩ ≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ⅜№╡⁸ ⅎ╠╣√ ╩ ╩╙∟ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ⇔™ ╛ ╩ ∆⌂≥⁸ ⇔√ ⌐ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢

ủ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ≤╟ↄ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜

≢⅝╢⁹
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ₒᵗ ₓ

≤↕╣╢ ( )

ה ủ ⌐ ∆╢ ─ ╛⁸ ה ┼─ ⌂≥⌐╟╡⁸ ─

⌐⅔ ⌐ ↑√ ─ ╩ ⇔√⁹

↑╢ ⁸ ủ ─ ⌐ ∂≡ ╛ ╩ ⇔⁸ ┼─ ה ╩

⁸ ╘√⁹

ה ủ ⌐ ∆╢ ⌐ ╢ ─ ⌐ ⌐ ╦╡⁸ ─ ™ ⌂

≤─ ⅜≢⅝√⁹

⌐ ⁸ ה

≤─ ủ ה ⅜ ℮ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ⌂ ה ╩

∆ ⁸ ⅎ≡ ╛ ─ ⌐ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

╢ ủ ─ ╛ ה ⁸ ─ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜

≢⅝╢⁹

ủ ⌐⅔↑╢ ─ ≤⇔≡⁸ ╛ ≢─ ─ ⌂≥⁸ ╩

⁹╢⅝≢♩כⱠ▫♦כ◖

ủ ה ⌐ ╘⁸ ⌐ ∆╢ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣╢↓≤⅜≢⅝

╢⁹

ủ ─ ≤ ה ⇔⌂⅜╠ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢

ủ ─ ╛ ╩ ╘╢√╘⌐⁸ ─ ⌐ ╡ ╗↓

≤⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ─ ─

⁸ ⁸ ╡╩ ⇔√⁹

⁸ ủ ─ ⌐ ≠™≡⁸ ⌐ ∆╢ ╛ ╩ ™⁸

⌂ ─ ╩⇔√⁹

ủ ⌐ ≢⌂™ ─ ה ⌐ ↑≡ ─

╩ ⇔√⁹

ủ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ─ ⌐ ╘⁸ ─ ⌐ ⇔√ ─

╛ ⌂ ╩ ≢⅝╢⁹

ủ ⅜ ⇔ↄ ⅜≢⅝╢╟℮⌂ ╛ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ℮⌂≥⁸ ─

─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩╙∫≡ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ╩ ↄ ⌐ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ ╠─ ╩ √⇔√⁹

⁸ ủ ╩ ⌐ ∆╢√╘⌐ ╛ ╩⇔√⁹

ủ √⌂ ╛ ⌂ ⌐ ⌂ ╩⇔√⁹

ủ ⇔√ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡ ⌂ ⅜№╢⁹

ủ ─ ╛ ⅜ √∆═⅝ ⅜ ≢⅝╢⁹

ủ ⁸ ⁸ ≤ ⌂ ╩ ™⌂⅜╠⁸ ╩ ≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ⅜№╡⁸ ⅎ╠╣√ ╩ ╩╙∟ ⇔≡™╢⁹

ủ ⇔™ ╛ ╩ ∆⌂≥⁸ ⇔√ ⌐ ⌐ ⇔≡™╢

ủ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ≤╟ↄ ⇔≡ ⌐ ╡ ╪≢™╢⁹
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ₒᵘ ₓ

≤↕╣╢ ( )

ה ủ ≢ ∆╢ ─ ה ┘ ─ ╩ ∫√⁹

⌐ ∆╢ ủ ⌐ ≠™≡⁸ ≤ ⇔⌂⅜╠ ─ ┘ ╩ ⌐

ה ─ ∫√⁹

┘ ủ ≤ ⇔⌂⅜╠ ─ ╛ ╩ ™⁸ ┼─ ה ╩

╘√⁹

─

ủ ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔≡™╢⁹

ủ ─ ─ ┘ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

⌐ ủ ─ ╛ ה ⌐ ∂√ ─ ╛ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

∆

╢ ủ ה ⌐≈™≡⁸ ─ ─ ╩ ↑⁸ ה ⇔⌂⅜╠ ╘≡

™ↄ↓≤⅜≢⅝╢

⁸ ủ ⌂ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ┌⇔⁸ ╛ ⌂ ╩ ⇔

⁸ √

⁸ ủ ╛ ╩ ⇔⁸ ─ ╛ ╩ ↕∑√⁹

ה ủ ╩╟ↄ ⇔⁸ ₁─ ╩ ⇔√ ⌂ ╩ ™⁸ ╩

⁸ ⇔√⁹

⁸

─ ⁸ ủ ╩ ↄ ⇔⁸ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹

◒ꜝⱩ ⁸ ủ ─√╘⌐ ⌐ ⇔≡ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ה

) ⌐ ∆╢ ─ ה ⌐ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ủ ╛ ⁸ ≤ ⇔≡⁸ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝

╢⁹

⁸ ủ ⇔√ ╛ ─ ╩⁸ ╛ ─ ≤─ ╩ ╡⌂

⁸ ⅜╠ ⌐ ⇔√⁹

⁸ ủ √⌂ ╛ ⌂ ⌐ ⌂ ╩⇔√

ủ ≢─ ╛⁸ ⌂ ⁸ ╩ ╡⁸ ה

─ ⌐ ⅛⇔√⁹

ủ ⇔√ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡ ⌂ ⅜№╢⁹

ủ ─ ╛ ⅜ √∆═⅝ ╩ ≢⅝╢

ủ ╛ ─ ╩ ╕ⅎ√ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ⁸ ⁸ ≤ ⌂ ╩ ™⌂⅜╠ ╩ ≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ⅜№╡⁸ ⅎ╠╣√ ⌐ ╩╙∟ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ⇔™ ╛ ╩ ∆⌂≥⁸ ⇔√ ⌐ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢

ủ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ≤╟ↄ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜

≢⅝╢⁹
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ₒᵙ ₓ

≤↕╣╢ ( )

─ ủ ─ ╛ ─ ⌐ ⇔≡ ╩ ™⁸ ₁─ ─ ⌐

⁸ ↑⁸ ╠─ ╩ √⇔√⁹

ה ⌐ ủ ─ ╩ ╕ⅎ ╛ ╩ ⇔√

∆╢ ủ ─ ⌐ √╡⁸ ╛ ≤─ ╩ ╡⁸ ╩ √⁹

ủ ─ ╛ ─ ⁸ ╛ ⌐ ∂√ ╩ ⌐ ℮↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ─ ⌐ ∂√ ה ╩ ⌐ ℮↓≤⅜

≢⅝╢

ủ ─ ⌐ √∫≡⁸ ≤─ ה ╩ ╡⌂⅜╠ ⌐ ∆

╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ∆╢ ≢⁸ ─ ╩ ⅛∆⌂≥─ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ √∫≡⁸ ╛ ≤─ ⌐ ╘╢↓≤⅜≢

⅝╢⁹

⁸ ủ ─ ╛ ─ ⁸ ⌐ ∂≡ ╛ ─

╩ ™⁸ ₁─ ─ ⌐ ↑⁸ ╠─ ╩ √⇔√⁹

ủ ╛ ╩ ⇔≡ ─ ╩ ╡⁸ ╩ ⇔√⁹

ủ ⌐ ╘⁸ ─ ╛ ⌐ ∂√ ╩ ה

ה ⅜≢⅝╢⁹

∕ ủ ⁸ ⁸ ≤ ⌂ ╩ ™⌂⅜╠ ─ ⌂

─ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ∆╢ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢

⅝╢⁹

⁸ ủ ─ ─ ⌐ ╡ ╪∞╡⁸ ╩ ⁸ ∆╢↓≤⌂

ה ≥⌐╟╡⁸ ⌂ ╩ ⇔√⁹

ủ ╛ ╩ ∂≡⁸ ╛ ─ ╛ ╩ √⁹

ủ ⇔√ ה ⌐ ╡ ╗⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑⁸ ╠─ ╩

√⇔√⁹

ủ ╛ ─ ╩ ╕ⅎ≡⁸ ┘ ┼─

╩ ≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⇔≡⁸ ⌂ ≢ ה ⌐ ╘⁸ ⌂ ⅜≢

⅝╢⁹

ủ ⇔√ ה ─ ⌐ ⇔⁸ ╛ ─ ≤ ╩ ╡⁸

⌐ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤─ ╩ ╡⁸ ה ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹



- 28 -

ₒᵚ ₓ

≤↕╣╢ ( )

⁸ ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩ ™⁸ ─ ─

⁸ ⁸ ╡╩ ⇔√⁹

⁸ ủ ─ ⌐ ≠™≡⁸ ⌐ ∆╢ ╛ ╩ ™⁸

⌂ ─ ╩⇔√⁹

ủ ⌐ ≢⌂™ ─ ה ⌐ ↑≡ ─

╩ ⇔√⁹

ủ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ─ ⌐ ╘⁸ ─ ⌐ ⇔√ ─

╛ ⌂ ╩ ≢⅝╢⁹

ủ ⅜ ⇔ↄ ⅜≢⅝╢╟℮⌂ ╛ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ℮⌂≥ ─

─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩╙∫≡ ⅝⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ⌐ ∆╢ ─ ╛⁸ ה ┼─ ⌂≥⌐╟╡⁸ ─

ה ⌐ ↑√ ─ ╩ ⇔√⁹

≤─ ủ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╛ ╕⇔™ ─ ⌐ ↑√

⁸ ה ⌐╟╡⁸ ─ ─ ╩ ⇔√⁹

≤─ ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ─ ⌐ ↑√ ─ ╩

⁸ ⇔√⁹

⌐

ủ ─ ╛ ⌐ ∂√ ─ ─ ה ⌐⅔™≡

∆ ⅛╠ ≢⅝╢⁹

╢ ủ ⌂ ─ ⅜ ↕╣╢╟℮⁸ ⌐≈™≡─ ╩ ⇔√ ≢

⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ╛⁸ ─ ⌐ ∆

╢ ─ ╩ ∆╢ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ה ⌐ ╘⁸ ⌐ ∆╢ ⇔™ ╛ ⅎ ╩ ╡ ╣⁸ ─

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤ ה ⇔⌂⅜╠ ╩ ╘≡™ↄ↓≤⅜≢⅝╢

ủ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╗⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑⁸

┼─ ⁸ ╠─ ╩ √⇔√⁹

⁸ ủ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⇔⁸ ≢ ╩ ╡⁸ ╛

≤─ ╩ ∫√⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╛ ─ ≤─ ╩≤╡⌂⅜╠ ה ╩ ™⁸ ⌐ ╩

≢⅝╢⁹

ủ ╛ ─ ╩ ╕ⅎ√ ─ ⌐⅔™≡⁸

⌂ ╩ √∆↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ⇔™ ╛ ╩ ∆⌂≥⁸ ⇔√ ⌐ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢⁹

ủ ─ ≤ ─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜

≢⅝╢⁹
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ₒᵛ ₓ

≤↕╣╢ ( )

ה ủ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛ ─ ⁸ ⁸ ⁸

ה ≤ ⇔⌂⅜╠⁸ ╩ ⌐ ⇔√⁹

ה ה ủ ╩ ∟⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ╛ ╩⇔√⁹

ה ủ ה ה ה ה ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐

ה ╩ ∫√⁹

ה

ה ה ủ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╩

⌐ ה ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

∆╢↓≤ ủ ─ ╛ ⌂ ה ─ ─√╘ ( )

⌐ ⌂ ╛ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ╛ ─ ≤ ⇔≡ ⌐

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ╛ ה ⌐ ╘⁸ ⌐ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ה ủ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛ ─ ⁸ ⁸ ⁸

ה ה ≤ ⇔⌂⅜╠⁸ ╩ ⌐ ⇔√⁹

ה ủ ╩ ∟⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ╛ ╩⇔√⁹

ה ה ủ ה ⌐⅔™≡⁸ ─ ה ⌂ ⁸ ה ה ─

⌂ ╩ ⌐ ⇔√⁹

ה ⌐

∆╢↓≤ ủ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╩

ה ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⌂ ה ─ ─√╘ ( )

⌐ ⌂ ╛ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ⇔≡╙⁸ ∆╢ ╩ ╕≢╛╡ →╟℮≤ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ╛ ─ ≤ ⇔≡ ⌐

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ╛ ה ⌐ ╘⁸ ⌐ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ה ủ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╗⌂≥ ─ ⌐ ↑⁸

╠─ ╩ √⇔√⁹

ה ה ủ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛ ─ ⁸ ⁸ ⁸

⌐ ∆╢ ≤ ⇔⌂⅜╠⁸ ⇔√ ╩ ⌐ ⇔√⁹

↓≤⁸ ủ √⌂ ╛ ⌂ ⌐╙ ⅛≈ ⌐ ⇔√

⁸

⁸ ủ ⇔√ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⅜ √∆═⅝ ╩ ≢⅝╢

ủ ─ ≤⇔≡─ ⅜№╡⁸ ⅎ╠╣√ ╩ ╩╙∟ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹

ủ ╛ ה ⌐ ╘⁸ ⌐ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ≤╟ↄ ⇔≡ ⌐ ⌐ ╡

╗↓≤⅜≢⅝╢⁹
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ₒᵜ ₓ

≤↕╣╢ ( )

─ ủ ╛ ⌂≥ ─ ≤ ╩ ╡⌂⅜╠⁸ ─ ⌂

⁸ ╩⇔√⁹

─ ủ ╩ ∟⁸ ⌐ ⇔™ ╛ ╩ ╡ ╣╢⌂≥⁸

─ ⌐ ↑≡ ╛ ╩⇔√⁹

ủ ─ ╛ ─ ה ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐≈⌂⅜╢

╛ ╩⇔√⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∂√ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ╩ ╘╢ ≢ ⌂ ⁸ ⌂ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╛

─ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─ ≤ ⇔≡⁸

⌂ ─ ה ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ↑≡⁸ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ⌂ ╛ ─ ⌐ ⇔≡╙⁸ ∆╢ ╩ ╕≢╛╡ →╟

℮≤ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ה ủ ⌂ ╛ ╩ ™⁸ ╛ ─ ≤ ⇔⌂⅜╠⁸

─ ╩ ⌐ ה ⇔√⁹

⁸ ─ ủ ╩ ∟⁸ ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ⇔⁸ ⇔√⁹

ủ ─ ה ⌂ ⁸ ה ─ ╩ ⌐ ∆╢⌂≥⁸

⌐ ╩ ∫√⁹

ה ủ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╩

ה ≢⅝╢⁹

ủ ─ ╛ ⌂ ┘ ─ ─√╘ ( ) ⌐

⌂ ╛ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ╛ ─ ≤ ⇔≡ ⌐

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

⁸ ủ ╛ №╢ ≠ↄ╡╩ ╕ⅎ√ ─ ה ╩

⁸ ℮⌂≥⁸ ⌐ ╘╠╣╢ ╩ √⇔√⁹

ủ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╗⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑⁸

╠─ ╩ √⇔√⁹

ủ ⌂ ╩ ⇔⁸ ≢ ╩ ╡ ╩ ⇔√⁹

ủ ─ ╛ ╠─ ╩ ⇔⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ ⌐

≢⅝╢⁹

ủ ╛ ─ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⌐ ╩ ≢⅝╢

ủ ─ ⌐ ↑√ ╛ ─ ─ ╩ ╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ∆╢ ╩ ╕≢╛╡ →╟℮≤ ⇔≡™╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤ ╩ ╡⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢
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ₒᵑ ᵜ ─ ☻♃♇ⱨₓ

≤↕╣╢ ( )

⁸ ủ ╘╠╣√ ⅝╛ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ⌐ ╩ ⇔√⁹

ủ ⇔™ ╛ ╩ ╡ ╣╢⌂≥⁸ ╩ ⌐ ╘╠╣╢╟℮ ╛

╩⇔√⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⌐ ╩ ⇔√⁹

⌐

ủ ╩ ╘╢ ≢ ⌂ ה ╩ ∟⁸ ⌐ ≢⅝╢⁹

∆ ủ ─ ╛ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

╢ ủ ╛ ⌐ ∆╢ ⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤ ╩ ╡⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⌐ ⇔≡╙⁸ ∆╢ ╩ ╕≢╛╡ →╟℮≤ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ⁸ ⌐⅔™≡⁸ ╛ ─ ⅛╠ ╩⇔√⁹

─ ủ ─ ╩ ⇔⁸ ≢─ ╛⁸ ⌂ ⁸ ╩

⁸ ╡⁸ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⌐ ╩ ⇔√⁹

⌐ ∆╢

ủ ─ ╛ ╠─ ╩ ⇔⁸ ה ─ ⁸ ╩

⌐ ≢⅝╢⁹

─ ủ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ה ה ⅜ ⌐≢⅝╢⁹

ủ ה ─ ╩ ⌐ ≢⅝╢⁹

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤ ╩ ╡⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢

⁸ ủ ⇔√ ─ ⌐ √∫≡⁸ ╛ ─ ⅛╠ ╩⇔√⁹

⁸ ủ ⇔√ ╛ ─ ⌐ ╡ ╗⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑⁸

╠─ ╩ √⇔√⁹

ủ ⌂ ╩ ⇔⁸ ≢ ╩ ╡⁸ ╩ ⇔√⁹

ủ ─ ╛ ╠─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ ≢⅝╢⁹

ủ ⇔√ ─ ⌐ √∫≡⁸ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ה ה

⅜ ⌐≢⅝╢⁹

ủ ∆╢ ╩ ╕≢╛╡ →╟℮≤ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢

ủ ─ ≤⇔≡─ ╩╙∟⁸ ─ ⌂ ─√╘⁸ ╛ ─

≤ ╩ ╡⌂⅜╠ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

ủ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ∫≡ ╡ ╗↓≤⅜≢⅝╢
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к ─ ≤

─
(1) 情報収集

適正な評価を行うには、評価者（校長・教頭等）は、様々な機会を捉えて評価

のための情報を得る必要があります。児童生徒、保護者、教職員などの日常の声

を公平性をもってよく聞き、考慮し、幅広く取り入れることが大切です。

(2) 記録

また、評価者は、日頃の勤務状況の観察結果を各自工夫して、授業観察の記録

簿、職務観察・指導記録簿（別表７～９）などに記録し、その所属教職員に関わ

る情報やデータを収集、整理し、その評定に至った情報等の記録を残すことが必

要です。また、教職員の考え方や職務への取組姿勢を理解した上で、評価を行う

ことが重要です。

─
主観ではなく基準

絶対評価においては、評価者（校長・教頭等）は予め「職務を遂行する上で通常

必要な水準」や「評価基準」について共通理解しておくことが必要です。評価者は、

主観により異なった評価になる危険性があることを理解し、適正な評価を行うよう

心がけることが重要です。

なお、自己申告評価シートにおいて極めて容易に達成できる目標を設定した場合

は、達成しても高い評価となるとは限らないことを、あらかじめ面談で確認してお

く必要があります。

評価者が被評価者を過大評価したり、事実に基づかない評価をすることは、評価

者に対する不信感を生み、教職員の能力の向上、発展を妨げることにもなりかねま

せん。

─
(1) 育成指導

人間の能力は、日々の教育実践を通じて高まっていくものです。教職員一人一

人の優れたところを把握し、意欲を引き出し、育成することは、評価者(校長・

教頭等）の責務となります。校長のリーダーシップによる職場環境づくりが、教

職員の能力の向上に大きな役割を果たします。

評価者は、教職員を育成指導して、仕事の上でその能力を発揮させ、自己の業

務を遂行させる責任を負っています。このため評価者は、教職員の長所や短所を

単に「知る」だけでなく、長所はさらに伸ばし、短所はそれを改善していくこと

を念頭に、日頃から指導する必要があります。

(2) フィードバック

評価者は、高い評価を与えた教職員については、その状態を将来とも維持でき

るように、一方、低い評価を与えた教職員については、今後もっと良い結果を得

られるように、職務への取組等について指導・助言に努める必要があります。

また、教職員の育成に当たっては、被評価者の希望も踏まえ、評価者と被評価

者が十分なコミュニケーションを通じて、共通の認識を持つように努める必要が

あります。そのためには、評価結果を本人にフィードバックすることが重要です。
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∕─ ה
評価者の姿勢や態度いかんによっては、教職員の不信感やモラ－ルの低下を招く

ことになります。評価においては、次のことを厳守する必要があります。

① 厳正な態度を堅持し、自己の信念に基づいて評価すること。

② 評価項目と関係のない事項(家庭事情､個人的事情等)を考慮に入れないこと｡

③ 被評価者に対する好き嫌い、同情、偏見、恣意、その他の私情によって左右

されることなく評価すること。

④ 単なるうわさや想像・推測に依拠せず、日常の観察及び面談・指導等によっ

て得た事実やその他の資料に基づいて評価すること。

⑤ 過去の実績にとらわれることなく、評価対象期間内の職務遂行の状況や結果

により、評価を行うこと。

⑥ 被評価者の経歴、性別、信条などは考慮せず、評価を行うこと。

⑦ 評価のブレを防ぐために、評価事務はなるべく集中的に処理すること。

⑧ 直近の事象ばかりにとらわれず、評価対象の全期間に観察した事象を基に評

価すること。

⑨ 評価者は無意識のうちにあるいは意識的に次のような傾向に陥ることが多い
ので、これらを極力避けるように留意することが必要。

ủ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ủ ⌂ ╩ →≡⁸
⌂≥⅛╠⁸ ⌐ ∆╢ ∆╢⁹

╩ ╟╡╙ ─꜠ⱬꜟ⌐ ∆ ủ ╩ ⌐ ∆╢₈
╢( ↄ ∆╢) ⁹ ₉╩ ℮⁹

ủ ─ ╩╦⅝╕ⅎ╢⁹

ủ ─ ₁─ ⅜╦⅛╠∏⁸ ủ ™ ⁸ ╩ ⌐
≡ ≤ ⇔≡⇔╕℮ ⁹ ⇔≡╖╢⁹
⅜ ꜠ⱬꜟ( )┼ ⇔⁸ ủ ꜠ⱬꜟ( )╩ ⇔
─ ⅜№╕╡ ⌂™ ⁹ ≡ ∆╢⁹

Ɫ꜡כ ủ Ɫ꜡כ(halo)≤│⁸ ≤⅛ ( ủ ⌐ ∆╢ ╛
─ )─↓≤≢⁸ ⅜ ⌐ ╩ ⇔≡ ⌐ ╗⁹
╣≡™╢⁸ │ ∫≡™╢ ⅜№╢ ủ ↔≤⌐ ⌂ ⌐
⁸ ⅜∕─ ⌐ ╦↕╣≡⁸ ≠™≡ ∆╢⁹
─ ╙↓╣╠≤ ⌐ ╣≡™╢ ủ ∆╢ ─ ╩ꜝfi♄ⱶ⌐
│ ∫≡™╢≤ ⇔≡⇔╕℮ ⁹ ∆╢⁹

ủ ⅜ ⌐ ⅎ≡ ⅜ ủ ↔≤⌐₈ ₉⌐
№╡∕℮⌐ ⅎ╢ ⌐⁸ №╢™ ⇔≡⁸ ╩ ∆╢─⅛─
│ ─ ╩∆╢ ⁹ ╩ ⌐ ⇔≡⅛╠
ⅎ┌⁸₈ ₉⅜ ╣≡™╣┌⁸ ∆╢⁹

₈ ─ ↕₉╙ ╣≡™╢│∏∞ ủ ╩∏╠⇔≡ ∆╢⁹
≤ ⇔≡⇔╕℮ ⁹

ủ ⅜ ╩ ⌐ ⅎ⁸ ủ ─╙─↕⇔⌐ ⇔
╩ ≤ ⇔≡ ⇔≡⇔╕℮ ⌂™⁹
⁹ ủ ─ ≤─ ╩
ⅎ┌⁸ ⅜ ™ │⁸ ∆╢⁹
─ ≢╙ ⅜ ↑ ủ ─ ╖⌐ ∆╢⁹

≡™╢≤ ⇔≡⇔╕℮ ⁹

ủ ╩♩כ◦ ∆╢ ⌐ ™ ủ ╩≤╢⁹
─ ⅜ ⌐ ╡⁸
╩ ⇔√ ⌐⌂╠⌂™ ⁹
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─ ─

ה ─

─ ⌐ ⇔√ ─

≡™⌡™≢╦⅛╡╛∆™ ╛

─

ה ─

─

─ ╛ ┼─

╛ ─

⌂

↕╣╦⅛╡╛∆™

╛ ─

⁸ ( ─ )─
╕

─ ┼─
≤

─ ─ ╕╡
╘

─

∕─

ה

ה
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─ ─

ₒ ₓ

ᵑ ⌐ ≠ↄ ─

ᵒ ╛ ─ ה ┼─

ᵓ ─ ⌂ ─

ᵔ ─⌡╠™─

ᵕ ─ ─

ᵖ ─ ™

ᵗ ה ה

ᵘ ─ ╕╡

ᵙ ה

ᵚ ─

ᵑ ─

ᵒ ╛ ─

ᵓ ⌐ ∂√

ᵔ ┼─

ᵕ⌡╠™╛ ⌐ ⇔√ ─

ᵖ ─ ⱪכꜟ◓) ⁸ )

ᵗ ─

ᵘ ה ─ ה

ᵙ ⌂ ה ה

ᵚ ה ─ ( ╛∆↕⁸ ─⇔╛∆↕)

ᵛ ה ─

ᵜ ─ ≤∕─

ᵑ ─ ─

ᵒ ─ ( ─⇔╛∆↕⁸ ↕)

ᵓ ─ ⌐ ↑√

ᵔ ┘∕─ ─

ᵕ ⇔™ ╛ ─ ה

ᵖ ה ≤ ⇔√ ─
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⌐≈™≡

評価者は、自分が評価したことについては責任を持たなければなりません。

新たな教職員評価システムでは、評価の信頼性や客観性を確保し、教職員の資質

能力や意欲の向上を図るため、評価結果を被評価者にフィードバックします。その

際、評価者は、評価結果について説明できることが必要であり、教職員の能力向上、

人材育成の観点から指導・助言を行ってください。

フィードバックに伴い、評価者の評価と被評価者の自己評価に差が生じる場合が

あります。そのような場合、両者で十分に話し合い、解決していくことが大切です。

また、評価者は、教育委員会教育長及び人事関係者から評価結果について事情の

説明を求められた場合にも、きちんと説明できることが必要です。

─
本制度では、次の期間を開示期間として、内容を開示することが必要となります。

校長は、本人に評価内容を開示し、説明をしてください。

【 開示期間：３月１日～３月１４日 土曜・日曜・休日を除く 】

なお、所管教育長による相対評価については、教職員の処遇面に適切に反映さ

せることを主要な目的とすることに鑑み、本制度上開示しない情報とすることが

適当と考えますので、開示しません。

※ 奈良県個人情報保護条例 第１４条第４号〔個人情報の開示義務〕

第十四条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号

に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、

開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

四 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することに

より、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの

─
第一次評価者及び第二次評価者は、絶対評価に対して説明責任を果たすことが求

められます。そのために、日常より職務観察記録や授業記録、面談記録等をこまめ

に行い、評価に至った経緯を説明できるようしておく必要があります。根拠のない

説明には、被評価者に不信感が生まれてしまいます。

評価者と被評価者以外の第三者に、その評価結果が漏れることのないように、開

示場所を設定してください。他に声が届かないよう、校長室などのドアを閉めて開

示する必要があります。自己申告評価シートと総合評価シートは、学校にコピーを

残すことになっていますので、それを本人にのみ閲覧させ、説明をしてください。

ה♩כ◦ ─♩כ◦ ⌐≈™≡
① セキュリティに十分配慮し、パスワード設定するなど他人の目に触れることの

ないように留意すること。共有できないＵＳＢ等の電子媒体を使用すること。

② 教育委員会には、紙媒体と電子媒体で提出し、学校にはコピーを残すこと。

③ 自己申告評価シート・総合評価シートのコピーは学校に5年間保管すること。
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⌐≈™≡
人事評価の公平・公正性、客観性、透明性、納得性を確保するため、苦情の申し

出ができる制度。（この制度については、県立学校に勤務する教職員を対象とする

ものです。市町村立学校に勤務する教職員については、各市町村教育委員会が要領

等を定めることとしています。）

(1) 苦情処理の概要

① 県教委教職員課への「苦情相談」

●苦情対象…人事評価に関すること全般

●相談手続…教職員又は教職員から委任を受けた職員組合が教職員課に申出

●相談対応…評価者に再度説明させる、被評価者と評価者及び教職員課の三者

による面談の実施等

② 苦情処理委員会による「苦情処理」

●苦情対象…苦情相談で解決されなかった苦情

●手 続…教職員から苦情処理委員会に書面で申出

●対 応…事実関係の確認、委員会で審査、結果の通知、評価の差替え等

③ 人事委員会への「苦情相談」（地方公務員法第８条第１項第９号）

●苦情対象…給与、勤務時間その他の勤務条件に関する悩み、苦情

●手 続…教職員から人事委員会に電話、面接、手紙で相談

●対 応…人事委員会職員相談員が制度説明、当事者への指導、あっせん

（備考）別途、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求（地方公務員

法第４６条）制度がある。

(2) 苦情処理のフロー表

① 県教委教職員課への

「苦情相談」

⌐ ∆╢

│₈

╩ ∫√ ⅛╠

₉⌐

ה ─

ה ─

ה ⌐

ה ⌐╟╢

ᵒ ┼

≢

⅝

⌂

™

│ ╩

↑√

② 苦情処理委員会に

よる「苦情処理」

─ │₈

╩ ∫√

⅛╠ ₉⌐

≢

⌐╟╡⁸

─ ╩

┘ ⌐

≢№╢

─

⁹

⌐

╩

⇔

⌐∕─ ╩

⁹

③ 人事委員会への「苦

情相談」

⁸ ⁸

─™∏╣⅛≢

ה ─

ה ─ ⁸

ה ⌐

ה ┼─

ה ─

ה ─ ™

⌂≥
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─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢

─ ─ ┼─ ⌐ ∆╢

─ ─ ┼─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢
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─ ⌐ ∆╢

↓ ─ │ ⁸ ─

─ ⌐ ≠ ⅝ ⅜ ℮ ─ ⁸ ┘

⌐ ∆ ╢ ₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘ ⁸

⌂ ⌐ ∆ ╢ ≤ ≤ ╙ ⌐ ⁸ ─ ┘ ┘ ⌐ ─ ╩

╡⁸╙∫≡ ─ ┘ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹

≤⌂╢ ─

│ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ ∆ ╢ ⁹ √ ∞ ⇔ ⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ⌐ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸↓─ ╡≢⌂™⁹

─ ≤⌂╢ │⁸ ⅜ ╘╢⁹

─

│⁸ ┘ ≤∆╢⁹

│ ⁸ ─ ∆ ╢ ╩ ≤ ⇔ ≡ ⁸ ⌐ ∆ ╢ ⁹

√∞⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

│ ⁸ ─ ╘ ╢ ─ ╩ ╕ ⅎ ≡ ╠ ─ ╩ ⇔ ⁸ ∕ ─

─ ⌐ ≈ ™ ≡ ⇔ √ ╩ ─ ╘ ╢ ◦ כ ♩ ⌐

∆╢╙─≤∆╢⁹

⌐ ∆ ╢ ╩ ℮ ₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ │ ⁸ ⅜

◦ כ ♩ ⌐ ⇔ √ ⌐ ≈ ™ ≡ ⌂ ┘ ╩ ℮ ≤ ≤ ╙ ⌐ ⁸ ⅜ ╘ ╢

⌐ ≠™≡ ╩ ™⁸∕─ ╩ ⌐♩כ◦ ∆╢╙─≤∆╢⁹

│⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ╩♩כ◦ ↕∑╢╙─≤∆╢⁹

│ ⁸ ─ ─ ⌐ → ╢ ─ ⌐ ∂ ⁸ ⌐ № ∫ ≡ │

⌐ →╢ ≤⁸ ⌐№∫≡│ ⌐ →╢ ≤∆╢⁹

⁸ ∆╢ ─

┘

⁸ ⁸ ∆╢ ─ ∆╢ ─

⁸

⁸

┘

─ ∆╢ ─ ∆╢ ─

│ ⁸ ─ ∆ ╢ ╩ ≤ ⇔ ≡ ⁸ ⌐ ∆ ╢ ⁹

√∞⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

│ ⁸ ─ ╩ ∂ ≡ → √ ─ ─ ╩

╗ ⁹ ┘ ⌐ ⇔ √ ┘ ⌐ ≈ ™ ≡ ⁸ ─ ╘ ╢ ⌐

≠ ™ ≡ ╩ ™ ⁸ ∕ ─ ╩ ─ ╘ ╢ ◦ כ ♩ ⌐ ∆ ╢ ╙ ─ ≤ ∆ ╢ ⁹

│⁸ ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╡⁸ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

─ ™

⌐ ╦ ╢ │ ⁸ ⌐ ⅔ ™ ≡ ╡ √ ⌐ ≈ ™ ≡ ⁸ ╩

⇔≡⁸ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹

│ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ │ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸

⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹

─

⌐ ⅜ № ╢ │ ⁸ ⅜ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸ ─ ╩ ∆ ╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹
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─ ┘

│ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸ ⌐ ⌐ ∆ ╢

│ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹

⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ∆╢⁹

─ ┘

│ ⁸ ─ ⌂ ╩ ∆ ╢ √ ╘ ⁸ ⌐ ⇔ ⌂ ┘

╩ ℮╙─≤∆╢⁹

∕─

↓ ─ ⌐ ╘ ╢ ╙ ─ ─ ╒ ⅛ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ ⌂ │ ⁸

⅜ ╘╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹

↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔⁸ ⅛╠ ∆╢⁹
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─ ⌐ ∆╢

( )

↓ ─ │ ⁸ ─ ┘ ⌐ ∆ ╢ (

) ─ ⌐ ≠ ⅝ ( ⌐ ⅛ ╣╢ ╩ ╗⁹

∂⁹ )⅜ ℮ ( )

┘ ⌐ ∆ ╢ ( ₈ ₉≤™℮⁹)─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘⁸

⌂ ⌐ ∆ ╢ ≤ ≤ ╙ ⌐ ⁸ ─ ┘ ┘ ⌐ ─

╩ ╡⁸╙∫≡ ─ ┘ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹

( ≤ ⌂ ╢ ─ )

│ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ ∆ ╢ ⁹ √ ∞ ⇔ ⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ⌐ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸↓─ ╡≢⌂™⁹

( )

─ ≤ ⌂ ╢ │⁸ ⅜ ╘╢⁹

( ─ )

│ ⁸ ┘ ≤∆╢⁹

( )

│ ⁸ ─ ∆╢ ╩ ≤⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹

√∞⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

│ ⁸ ─ ╘ ╢ ─ ╩ ╕ ⅎ ≡ ╠ ─ ╩ ⇔ ⁸ ∕ ─

─ ⌐ ≈ ™ ≡ ⇔ √ ╩ ─ ╘ ╢ ◦ כ ♩ ⌐

∆╢╙─≤∆╢⁹

⌐ ∆ ╢ ╩ ℮ ₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ │ ⁸ ⅜

◦ כ ♩ ⌐ ⇔ √ ⌐ ≈ ™ ≡ ⌂ ┘ ╩ ℮ ≤ ≤ ╙ ⌐ ⁸ ⅜ ╘

╢ ⌐ ≠ ™ ≡ ╩ ™ ⁸ ∕ ─ ╩ ◦ כ ♩ ⌐ ∆ ╢ ╙ ─ ≤ ∆

╢⁹

│⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ╩♩כ◦ ↕∑╢╙─≤∆╢⁹

│ ⁸ ─ ─ ⌐ → ╢ ─ ⌐ ∂ ⁸ ⌐ № ∫ ≡ │

⌐ →╢ ≤⁸ ⌐№∫≡│ ⌐ →╢ ≤∆╢⁹

─ ₈

₉≤™℮⁹ ─ ∆╢

∆╢ ─ ─ ∆╢

⁸ ⁸ ∆╢ ─ ∆╢ ─

⁸

⁸

∆╢ ─ ⅜ ∆╢ ─ ⅜

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢

≢№╢ │⁸ ≢№╢ │⁸

─ ∆╢ ─ ∆╢

( )

│ ⁸ ─ ∆╢ ╩ ≤⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹

√∞⇔⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

│ ⁸ ─ ╩ ∂ ≡ → √ ─ ─ ╩

╗ ⁹ ┘ ⌐ ⇔ √ ┘ ⌐ ≈ ™ ≡ ⁸ ─ ╘ ╢ ⌐

≠ ™ ≡ ╩ ™ ⁸ ∕ ─ ╩ ─ ╘ ╢ ◦ כ ♩ ⌐ ∆ ╢ ╙ ─ ≤ ∆

╢⁹

│⁸ ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╡⁸ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

( ─ ™ )

⌐ ╦ ╢ │ ⁸ ⌐ ⅔ ™ ≡ ╡ √ ⌐ ≈ ™ ≡ ⁸ ╩

⇔≡⁸ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹
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│ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ │ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸

⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹

( ─ )

⌐ ⅜ № ╢ │ ⁸ ⅜ ⌐ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸

─ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

( ─ ┘ )

│ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸ ⌐ ⌐

∆╢ │ ( ₈ ₉ ≤™℮⁹ )╩ ∆ ╢╙─≤∆╢⁹

│ ⁸ ⌐ ∆ ╢ ╩ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓ ╤ ⌐ ╟ ╡ ⁸

⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹

⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ∆╢⁹

( ─ ┘ )

│ ⁸ ─ ⌂ ╩ ∆ ╢ √ ╘ ⁸ ─ ╘ ╢ ≤ ↓

╤⌐╟╡⁸ ⌐ ⇔ ⌂ ┘ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹

(∕ ─ )

↓ ─ ⌐ ╘ ╢ ╙ ─ ─ ╒ ⅛ ⁸ ─ ⌐ ≈ ™ ≡ ⌂ │ ⁸

⅜ ╘╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹
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─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆ ╢ ₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ ─ ⌐

⇔≡│⁸↓─ ⌐ ╘╢≤↓╤⌐╟╢⁹

≤⌂╢ ─

─ ₈ ₉ ≤ ™ ℮⁹ ⅜ ∆ ╢ │ ⁸ ─ ╩ ™ ℮ ⁹

╩ ↄ⁹

⌐⅔™≡ ⌐ ─

⁸ ⌐╟╡ ⇔⌂™ ⅜ ⌐╦√╢

⅜ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢≤ ╘╢

─ ⅜ ╘╢ ─ ≤⌂ ╢ │ ⁸ ⅛╠

╕≢≤∆╢⁹

─ ─ ∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹

─ ─ ╘╢ │♩כ◦ ⁸ ─ ⌐ →╢

─ ⌐ ∂ ⁸ ⌐ →╢ ≤⇔ ⁸ ─ ─ ╘╢ │ ⁸

─≤⅔╡≤∆╢⁹

⌐╟╢ │ ─≤⅔╡∆╢⁹↓─ ⁸ ♩כ◦ ⁸

─ ₈ ≤ ™ ℮ ⁹ ─ ⌐ ∂ ⁸ ─ ⌐ →

╢ ╩ ≤∆╢⁹

─ ─ ∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹

─ ─ ╘╢ כ◦ ♩│⁸ ─ ⌐ →╢

─ ⌐ ∂ ⁸ ⌐ → ╢ ≤⇔⁸ ─ ─ ╘ ╢ │⁸ ─ ≤⅔

╡≤ ∆╢ ⁹⌂ ⅔⁸ ♩כ◦ ⁸ ─ ⌐⁸ ─ ⌐ →╢

─ ⌐ ∂⁸ ⌐ →╢ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⁸ ⌐ ─

─ ⌐ ∂√ ╩ ∂√ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹

─ │ ─ ≤⅔╡∆ ╢⁹↓─ ⁸ ♩כ◦ ⁸ ─

⁸₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ ─ ⌐ ∂ ⁸ ─ ⌐ → ╢ ╩

≤∆╢⁹

─ ⅜ ╘╢ ⌐≈™ ≡│⁸ ─ ╩

⇔√ ─ ─ ╕≢⌐ ⁸ ─ ⌐ ╟╡ ה ⌐ ⅝⌂ ⅜ ╘╠

╣√ ≤⅝ ⌂≥ ⁸ ─ ╛ ⅜ ≢⅝⁸ ⅜∕╣╩ כ◦

♩⌐ ↕∑ ╢ ⅜ №╢ ≤ ╘ √≤⅝⌐ │⁸ ╩ ℮ ↓≤⅜ ≢⅝╢≤ ⇔⁸ │

╛⅛⌐⁸ ⌐ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹

─ ™

─ ─ ╘╢ ⌐≈™≡ │⁸ ⅜ ⇔√

כ◦ ♩ ┘ כ◦ ♩╩⁸ ⅛ ╠ ה ה ╩

ↄ⁹ ╕≢─ ⌐⁸ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹

─ ┘

─ ─ ╘╢ ─ ┘ ⌐≈™ ≡│⁸ ─

◦ ♩כ ╩ ╕≢⌐ ⁸ ♩כ◦ ╩ ╕ ≢⌐⁸ ⌐ ∆

╢╙─≤∆╢⁹



- 44 -

─ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌐ ⇔

≡│⁸↓─ ⌐ ╘╢≤↓╤⌐╟╢⁹

≤⌂╢ ─

─ ₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ∆╢ │⁸ ─ ╩™℮⁹

╩ ↄ⁹

⌐⅔™≡ ⌐ ─

⁸ ⌐╟╡ ⇔⌂™ ⅜ ⌐╦√╢

⅜ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢≤ ╘╢

─ ⅜ ╘╢ ─ ≤⌂╢ │⁸ ⅛ ╠

╕≢≤∆╢⁹

─ ─ ∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹

─ ─ ╘╢ ♩כ◦ │⁸ ─ ⌐ → ╢

─ ⌐ ∂⁸ ⌐ →╢ ≤⇔⁸ ─ ─ ╘╢ │⁸

─≤⅔╡≤∆╢⁹

⌐╟╢ │ ─≤⅔╡∆╢⁹↓─ ⁸ ♩כ◦ ⁸

─ ₈ ₉ ≤ ™ ℮ ⁹ ─ ⌐ ∂ ⁸ ─ ⌐

→╢ ╩ ≤∆╢⁹

─ ─ ∆╢ │⁸ ≤∆╢⁹

─ ─ ╘╢ ◦ ⁸│♩כ ─ ⌐ →╢

─ ⌐ ∂⁸ ⌐ →╢ ≤⇔⁸ ─ ─ ╘╢ │⁸ ─

≤⅔ ╡≤ ∆╢ ⁹⌂ ⅔⁸ ◦ ♩כ ⁸ ─ ⌐⁸ ─ ⌐ → ╢

─ ⌐ ∂⁸ ⌐ → ╢ ╩ ⇔⁸ ⌐⁸ ⌐

─ ─ ⌐ ∂√ ╩ ∂√ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹

─ │ ─ ≤⅔╡∆ ╢⁹↓─ ⁸ ♩כ◦ ⁸ ─

₈ ₉ ≤ ™ ℮⁹ ─ ⌐ ∂ ⁸ ─ ⌐ → ╢ ╩

≤∆╢⁹

─ ⅜ ╘╢ ⌐≈ ™≡│⁸ ─ ╩

⇔ √ ─ ─ ╕≢ ⌐⁸ ─ ⌐╟╡ ה ⌐ ⅝ ⌂ ⅜ ╘

╠╣ √≤ ⅝⌂ ≥⁸ ─ ╛ ⅜ ≢⅝ ⁸ ⅜∕╣ ╩ ◦

♩כ ⌐ ↕ ∑╢ ⅜№ ╢≤ ╘√≤⅝ ⌐│⁸ ╩ ℮↓≤ ⅜≢⅝╢ ≤⇔⁸

│ ╛⅛⌐⁸ ⌐ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹

─ ™

─ ─ ╘╢ ⌐≈™ ≡│⁸ ⅜ ⇔ √

◦ ♩כ ┘ ◦ ⁸╩♩כ ⅛╠ ה ה ╩

ↄ⁹ ╕≢─ ⌐⁸ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹

─ ┘

─ ─ ╘╢ ─ ┘ ⌐≈ ™≡│⁸ ─

כ◦ ♩╩ ╕≢ ⌐⁸ כ◦ ♩╩ ╕≢⌐⁸

╩ ∂≡⁸ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹
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₆ ₇

─♩כ◦ ─♩כ◦

─ ─

─ ─

ה ─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─

─ ─ ─

₆ ₇ ₒ ─♩כ◦ ₓ

⌐ ⇔≡ ⌐ ╡ ╖⁸ ⌐ ╩ →≡™╢

⌐ ⇔≡ ⇔⁸╒╓ ╡─ ⅜ ╠╣╢

⌐ ⇔≡ ╡ ╖⁸ ─ ⅜ ╠╣╢

⌐ ⇔≡ ╡ ╖⅜ ≢⁸№╕╡ ⅜ ╠╣⌂⅛∫√

⌐ ⇔≡ ╡ ╘∏⁸ ↄ ⅜⌂⅛∫√

₆ ₇ ₒ ₓ

л

к

й

и

з
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₆ ₇ ₒ ─♩כ◦ ₓ
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⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ╦╢ ▬

▪ ⁸▬ ≤ ⁸ ╙⇔ ↄ│ ∕╣ ─ ╩ ⇔≡ ™╢ ≤ ⅜ ∆ ►

╢

▪⁸▬⁸► ─ ◄

─ ⅜⌂™ ⁸╙⇔ↄ│∕╣⌐ ∏╢ ○

₆ ₇ ₒ ₓ

л

к

й

и

з

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹
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（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

教

職

員

人

事

管

理

学

校

教

育

の

管

理

学

校

経

営

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　校　長　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

教

職

員

へ

の

指

導

・

助

言

学

校

教

育

の

管

理

学

校

管

理

運

営

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　教　頭　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）月

所見

第一次評価者

日記入第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

第二次評価者

研

究

・

研

修

等

教

職

員

へ

の

指

導

・

助

言

学

校

事

務

の

管

理

学

校

管

理

運

営

当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日） ５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

昨年度の課題 本年度の目標

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）

年
年 月 日生

年
歳 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　県　立　事　務　長　・　副　主　幹　用　】

現任校年数

第二次評価者による評定の合計 全体評語

／２０

令和 年度

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）第二次評価者　職・氏名 月 日記入第一次評価者　職・氏名 月 日記入

所見

第一次評価者 第二次評価者による評定の合計 全体評語

0
／２０

第二次評価者

研

究

・

研

修

等

学

習

指

導

学

校

教

育

の

管

理

学

校

運

営

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年
年

月 歳

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

令和 年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　主　幹　教　諭　用　】

日生

現任校年数

性

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）

第二次評価者による評定の合計

／２０

全体評語

歳
年

月

職名

申

告

・

評

価

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）

日生

進捗状況 成果と課題

現任校年数本県常勤年数学校名

性

年度 自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　教　諭　・　講　師　用　】

年

令和

本人氏名 職員番号

年

月 月 日記入

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定

自己申告

最終申告（３月１日）

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 第一次評価者 第二次評価者

学

習

指

導

重点目標 目標達成の手立て

中間申告（１１月１日）当初申告（６月１日）

学

校

運

営

学

習

指

導

以

外

の

分

野

日記入

所見

第一次評価者

第二次評価者

昨年度の課題 本年度の目標

研

究

・

研

修

等

第二次評価者　職・氏名第一次評価者　職・氏名

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）月

所見

第一次評価者

日記入第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

第二次評価者

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

保

健

に

関

す

る

指

導

保

健

管

理

当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日） ５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

昨年度の課題 本年度の目標

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）

年
年 月 日生

現任校年数

年
歳 性

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　養　護　教　諭　・　講　師　用　】

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

第二次評価者による評定の合計 全体評語

／２０

令和 年度

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）月

所見

第一次評価者

日記入第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

第二次評価者

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

給

食

管

理

食

に

関

す

る

指

導

当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日） ５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

昨年度の課題 本年度の目標

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）

年
年 月 日生

現任校年数

年
歳 性

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　栄　養　教　諭　用　】

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

第二次評価者による評定の合計 全体評語

／２０

令和 年度

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）月

所見

第一次評価者

日記入第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

第二次評価者

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

実

験

・

実

習

の

補

助

以

外

の

分

野

実

験

・

実

習

の

補

助

に

関

す

る

分

野

当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日） ５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

昨年度の課題 本年度の目標

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）

年
年 月 日生

現任校年数

年
歳 性

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　実　習　助　手　用　】

職名 本人氏名 職員番号 学校名 本県常勤年数

第二次評価者による評定の合計 全体評語

／２０

令和 年度

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

行

事

そ

の

他

生

活

指

導

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　寄　宿　舎　指　導　員　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

食

に

関

す

る

指

導

給

食

管

理

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　学　校　栄　養　職　員　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　【　県　立　・　小　中　事　務　職　員　用　】

月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

財

　

務

総

　

務

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年
日生

現任校年数

性

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない

（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

財

務

・

経

理

学

校

図

書

館

の

管

理

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　学　校　司　書　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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（ ）

（ ） （ ）月 日記入

全体評語

第一次評価者　職・氏名 月 日記入 第二次評価者　職・氏名

所見

第一次評価者

第二次評価者

第二次評価者による評定の合計

研

究

・

研

修

等

学

校

運

営

施

設

の

管

理

技

能

に

関

す

る

職

務

５段階（５～１）

評定基準に則した

評定

５段階（５～1）

評定基準に則した

評定重点目標 目標達成の手立て 進捗状況 成果と課題

申

告

・

評

価

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 自己申告 第一次評価者 第二次評価者

備　　考 ・ 特　記

（特段の場合に記入）
当初申告（６月１日） 中間申告（１１月１日） 最終申告（３月１日）

昨年度の課題 本年度の目標

年

本県常勤年数

年

令和

月 性

職名 本人氏名 職員番号 学校名

歳

／２０

年度

年

自　己　申　告　評　価　シ　ー　ト　　　　　【　学　校　ス　タ　ッ　フ　用　】

日生

現任校年数

上回っ 概ね 達して上回っ

ている

概ね

達成

達して

いない
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令和 ( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 校 長 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

学校名
　 　

　
昭和 　 年 　 日生 （ 　 歳

　 　

備考・特記事項

性 ) 年 年

【　校務経験の記録　】

月 　

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
学
校
教
育
の
管
理

業績

①
学
校
経
営

業績

能力

意欲

③
教
職
員
人
事
管
理

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計 全体評語 所　見

／４５

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）



- 55 -

( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 教 頭 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
学
校
管
理
運
営

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
教
職
員
へ
の

指
導
助
言

業績

②
学
校
教
育
の
管
理

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

担当業務等

   

３回前の年度末
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 県 立 事 務 長 ・ 副 主 幹 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
学
校
管
理
運
営

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
教
職
員
へ
の

指
導
助
言

業績

②
学
校
事
務
の
管
理

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要 ３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

担当業務等

   

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要
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日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第一次評価者   職・氏名 （ 月

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計 全体評語 所　見

／４５

③
学
習
指
導

業績

能力

意欲

能力

意欲

②
学
校
教
育
の
管
理

業績

①
学
校
運
営

業績

能力

意欲

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

   

時間

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 今年度末

週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

　 　

　 日生

概　　　　　　　　　要 ３回前の年度末 前々年度末 前年度末

　 　
学校名

性 ) 年 年

【　校務経験の記録　】

　

　
昭和 　 年 　 （ 　 歳月

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

　

担当業務等

令和 ( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 主 幹 教 諭 用 】

　



- 58 -

( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 教 諭 ・ 講 師 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

　

　
昭和 　 年 　 　 歳 年

　 　
学校名

　

性 ) 年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

所属学年と担当 校務分掌 週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

　 　
　 　

時間

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
学
習
指
導
以
外

の
分
野

業績

①
学
習
指
導

業績

能力

意欲

能力

意欲

所　見全体評語

③
学
校
運
営

業績

第一次評価者   職・氏名 （

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

月 日記入 ）
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 養 護 教 諭 ・ 講 師 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

　

　
昭和 　 年 　 　 歳 年

　 　
学校名

　

性 ) 年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

所属学年と担当 校務分掌 週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

　 　
　 　

時間

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
保
健
に
関
す
る
指
導

業績

①
保
健
管
理

業績

能力

意欲

能力

意欲

全体評語 所　見

③
学
校
運
営

業績

第一次評価者   職・氏名 （

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

月 日記入 ）
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 栄 養 教 諭 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

　

　
昭和 　 年 　 　 歳 年

　 　
学校名

　

性 ) 年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

所属学年と担当 校務分掌 週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

　 　
　 　

時間

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
給
食
管
理

業績

①
食
に
関
す
る
指
導

業績

能力

意欲

能力

意欲

全体評語 所　見

③
学
校
運
営

業績

第一次評価者   職・氏名 （

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

月 日記入 ）
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 実 習 助 手 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

　

　
昭和 　 年 　 　 歳 年

　 　
学校名

　

性 ) 年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

所属学年と担当 校務分掌 週授業時数 担当教科（研究教科） 部活動等

　 　
　 　

時間

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
実
験
・
実
習
の
補
助

以
外
の
分
野

業績

①
実
験
・
実
習
の
補
助

に
関
す
る
分
野

業績

能力

意欲

能力

意欲

全体評語 所　見

③
学
校
運
営

業績

第一次評価者   職・氏名 （

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

月 日記入 ）
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うち現任校年数

令和 ( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 寄 宿 舎 指 導 員 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数

昭和 　 年 　 　 歳

　

性 ) 年

　

　
年

担当業務等

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

３回前の年度末 前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

能力

意欲

②
行
事
・
そ
の
他

業績

①
生
活
指
導

業績

能力

意欲

能力

意欲

全体評語 所　見

③
学
校
運
営

業績

第一次評価者   職・氏名 （

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

月 日記入 ）

  

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 学 校 栄 養 職 員 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
給
食
管
理

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
学
校
運
営

業績

②
食
に
関
す
る
指
導

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

担当業務等

   

３回前の年度末
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 小 中 ・ 県 立 事 務 職 員 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
総
務

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
学
校
運
営

業績

②
財
務

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

担当業務等

   

３回前の年度末



- 65 -

( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 学 校 司 書 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
学
校
図
書
の
管
理

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
学
校
運
営

業績

②
財
務
・
経
理

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

担当業務等

   

３回前の年度末
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( 　 ) 年度 総 合 評 価 シ ー ト 【 学 校 ス タ ッ フ 用 】

職名 本人氏名 職員番号 （ 　 ） 本県常勤年数 うち現任校年数

令和

昭和 　 年 　 　 歳 性 ) 年

　

　
年

【　校務経験の記録　】

月 　 日生 （

　 　
学校名

　

前々年度末 前年度末 今年度末

今年度の校務経験にかかわる業務区分と校務経験値及び概要 校務経験状況の経過記録

業務区分 経験値（換算後） 概　　　　　　　　　要

【　絶対評価　】

評価の項目と観点

第一次評価者 第二次評価者

第一次・第二次評価者の備考 ・特記欄

（　特段の場合のみ記入してください。　）
５段階（５～１）評定
基準に則して評価

５段階（５～１）評定
基準に則して評価

観点の
評定合計

①
技
能
に
関
す
る
職
務

業績

能力

意欲

能力

意欲

③
学
校
運
営

業績

②
施
設
の
管
理

業績

能力

意欲

評定の合計と所見

（第二次評価者による）

評定の総合計

／４５

全体評語 所　見

第一次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

第二次評価者   職・氏名 （ 月 日記入 ）

担当業務等

   

３回前の年度末
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╢≤⅔╡∕─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹

▪ │∕ ─ ╩ ↑ √ │⁸ ⌐ ⇔≡
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↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹
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①教職員課への「苦情相談」
●苦情対象・・・人事評価に関すること全般
●相談手続・・・職員又は職員から委任を受けた職員労働組合が教職員課に申出

●相談対応・・・評価者に再度説明させる、被評価者と評価者及び教職員課の三者
による面談の実施等

②苦情処理委員会による「苦情処理」
●苦情対象・・・苦情相談で解決されなかった苦情
●手 続・・・職員から苦情処理委員会に書面で申出

●対 応・・・事実関係の確認、委員会で審査、結果の通知、評価の差替え等

③ 人事委員会への「苦情相談」(地方公務員法第８条第１項第９号)

●苦情対象・・・給与、勤務時間その他の勤務条件に関する悩み、苦情
●手 続・・・職員から人事委員会に電話、面接、手紙で相談

●対 応・・・人事委員会職員相談員が制度説明、当事者への指導、あっせん

（備考）
別途、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求（地方公務員法第４６条）
制度がある。
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